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年度評価 総合評定 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ）

Ｂ：研究所の目的・業務、中長期目標等に照らし、研究所の

活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、「研究開発成果の 大化」に向けて成果の創

出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運

営がなされている。 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

Ｂ Ｂ      

評定に至った理由 項目毎の評価において、Ｓが２項目、Ａが４項目、Ｂが 1２項目であることから、全体としてＢと判断。 

 

２．法人全体に対する評価 

・平成 29 年度は首都圏直下地震などの災害にそなえ、大学等の研究者や賛同する企業・組織と共にオールジャパン体制で推進するため、新たに「首都圏を

中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」を開始し、その実施を担う組織として「首都圏レジリエンス研究センター」を設置した。 

・陸海統合地震津波観測網（MOWLAS）の本格的統合運用を開始し、一元的に運用する体制が整備され、着実な運用と適切に機器修復・更新がなされたことに

より地震観測網について数値目標の 95％を上回る稼働率を達成したことは評価できる。また、世界 大規模の海底観測網（日本海溝海底地震津波観測網：

S-net）の観測データが初の民間企業による利活用である鉄道事業者が新幹線制御への利活用に開始されたことは高く評価できる。 

・Ｅ－ディフェンスの適切な管理、運用に加え、実験映像収録システムの改修が確実に実施されたことは評価できる。また、改修された実験映像収録システ

ムで収録された実験映像は、防災リテラシーの向上に資する情報プロダクツへ活用されることで、地震減災研究に係わる研究開発におけるＥ-ディフェン

ス活用の幅をさらに広げると期待される。 

・災害情報のアーカイブ機能の強化について、SIP 等の取組と連携しながら平時の情報収集の仕組みを改善するとともに、昨年度に引き続き、平成 29 年度に発生（警

戒を含む）した 8回の災害に対して、昨年度の熊本地震での経験に基づき改良した防災科研クライシスレスポンスサイトの運用と効率化した支援体制により、熊

本地震時よりも短期間で多くの種類の情報を共有・発信し、昨年度は連携できなかった自衛隊や消防等の実動機関をはじめとした多くの機関・団体の災害対応業

務に活用されたことは高く評価できる。 

・平成 28 年度に発生した熊本地震等での対応経験を踏まえて、災害時体制を強化したことで、平成 29 年度 7月に発生した九州北部豪雨において的確に対応

し、被災地行政等に貢献できた。また、その活動の重要性が内閣府防災担当設置の「国と地方・民間の『災害情報ハブ』推進チーム」で認識され、「現場

で情報収集・整理を支援する官民チーム」が形成され、防災科研がそのメンバーとして参画すること、防災科研が開発した SIP4D の活用が検討されている

ことは極めて高く評価できる。 

・平成 30 年 3 月から気象庁が行う緊急地震速報の処理に「強震モニタ」等で実証試験が行われているリアルタイム震度計算手法の使用が開始されたことは

評価できる。 
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・降雪や積雪の現況を把握する技術開発としてレーダーをはじめマルチセンシングによる手法の開発が進展し、雪崩予測をはじめ雪氷災害予測についても研

究開発が着実に進められている。これらの成果が、自治体等と連携し「雪おろシグナル」、吹雪予測、道路雪氷予測などの実用化に向けて活用されている

ことは高く評価できる。 
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年度評価 項目別評定総括表 

中長期計画 

年度評価 
項目別

調書 No.
中長期計画 

年度評価 
項目別

調書 No. 
H28

年度

H29

年度 

H30

年度 

H31

年度

H32

年度

H33

年度

H34

年度

 H28

年度

H29

年度

H30

年度

H31

年度

H32

年度

H33

年度

H34

年度 

Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成  １．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

中核的機関としての産

学官連携の推進 
Ｂ Ａ      I-1-1 

 研究組織及び事業の見

直し 
Ｂ Ｂ      Ⅱ-1-1 

基盤的観測網・先端的

研究施設の運用・共用

促進 

Ａ Ｓ      I-1-2 

 内部統制 

Ｂ Ｂ      Ⅱ-1-2 

研究開発成果の普及・

知的財産の活用促進 
Ｂ Ａ      I-1-3 

 研究開発等に係る評価

の実施 
Ｂ Ｂ      Ⅱ-1-3 

研究開発の国際的な展

開 
Ｂ Ｂ      I-1-4 

 ２．業務の効率化 

人材育成 Ｂ Ｂ      I-1-5  経費の合理化・効率化 Ｂ Ｂ      Ⅱ-2-1 

防災行政への貢献 
Ｓ Ｓ      I-1-6 

 人件費の合理化・効率

化 
Ｂ Ｂ      Ⅱ-2-2 

２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進  契約状況の点検・見直

し 
Ｂ Ｂ      Ⅱ-2-3 

災害をリアルタイムで

観測・予測するための

研究開発の推進 

Ｂ Ａ      I-2-1 

 電子化の推進 

Ｂ Ｂ      Ⅱ-2-4 

社会基盤の強靱性の向

上を目指した研究開発

の推進 

Ｂ Ｂ      I-2-2 

 Ⅲ．財務内容の改善に

関する目標を達成す

るためとるべき措置 

Ｂ Ｂ      Ⅲ 

災害リスクの低減に向

けた基盤的研究開発の

推進 

Ｂ Ａ      I-2-3 

 Ⅳ．その他業務運営に

関する重要事項 Ｂ Ｂ      Ⅳ 
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年度評価 項目別調書 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

共同研究（件） 770 件以上 122 件 138 件 260 件 

受託研究件数（件） 140 件以上 42 件 46 件 88 件 

クロスアポイントメント

制度の適用者数（人） 
28 人以上 3 人 5 人 8人 

客員研究員の受入等の件

数（件） 
420 件以上 85 件 101 件 186 件 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） － －      

従事人員数（人） － －      

 

 

 

 

１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

小項目 Ⅰ－１－１．中核的機関としての産学官連携の推進 

中長期計画 

我が国の防災科学技術の中核的機関として、防災科研の基盤的観測網や先端的研究施設等の先端的研究基盤を活用し、「研究開発成果の 大

化」に向けて、災害からの被害軽減や事業継続性の確保等のニーズを有するインフラストラクチャー事業者等の民間企業や地方公共団体との防

災・減災対策に関する連携・協働等を推進し、我が国全体の防災科学技術の水準の向上を図る。 

また、クロスアポイントメント制度を活用した産学官の多様な人材の受入れ、研究開発上の多様なシーズを有する大学等の研究機関や民間企

業等とニーズを有する地方公共団体や民間企業との共同研究の推進、プロジェクトベースの研究開発センターの設置等を通じて、人材と「知見・

技術・経験」を結ぶネットワークを構築することにより、研究開発から社会実装まで一体として実施できる研究環境を確立する。 

さらに、我が国が推進するプロジェクト等への参画による外部資金の獲得を大学・研究機関・民間企業等と積極的に推進し、防災科研の成果

とともに他機関の成果も含め社会実装の橋渡しや行政機関への技術支援等を行い、防災科学技術のイノベーション創出の中核的機関としての地

位を確立する。 
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３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 

（平成 29 年度の該当部分） 
評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ａ 

平成 29 年度においては、「首

都圏を中心としたレジリエン

ス総合力向上プロジェクト」の

推進を通じて、膨大・高品質な

研究データを利活用しやすい

形で集積し、産学官で共有・解

析することで、新たな価値の創

出につなげるデータプラット

フォーム拠点の構築に着手す

る。そのため、安定的で継続的

な事業を推進する「地震津波火

山ネットワークセンター」「総

合防災情報センター」、知財活

用・社会実装を推進する「先端

的研究施設利活用センター」、

外部資金による大型プロジェ

クト研究を推進する研究事業

センターとして「レジリエント

防災・減災研究推進センター」

「気象災害軽減イノベーショ

ンセンター」「火山研究推進セ

ンター」に加え、「首都圏レジ

リエンス研究センター」を設置

する。 

○イノベーションハ

ブを形成し、産学官

による研究開発を

一体的に進める基

盤の構築に向けた

取組を推進してい

るか。 

 

《評価指標》 

・産学官連携の成果 

《モニタリング指標》

・共同研究・受託研究

件数 

・クロスアポイントメ

ント制度の適用者

数、客員研究員の受

入等の件数 

・安定的で継続的な事業を推進する「地震津波火山ネットワークセ

ンター」及び「総合防災情報センター」、知財活用・社会実装を推

進する「先端的研究施設利活用センター」並びに外部資金による

大型プロジェクト研究を推進する研究事業センターとして「レジ

リエント防災・減災研究推進センター」、「気象災害軽減イノベー

ションセンター」及び「火山研究推進センター」に加え、平成 29

年度は首都圏直下地震などの災害にそなえ、大学等の研究者や賛

同する企業・組織と共にオールジャパン体制で推進するため、新

たに「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」

を開始し、その実施を担う組織として「首都圏レジリエンス研究

センター」を設置した。 

・共同研究を 138 件、受託研究を 46 件実施した。 

・外部資金獲得に向けた所内説明会の開催や共同研究等実施状況・

各種新規公募情報等の所内イントラへの掲載を行った。 

・客員研究員を 101 人受け入れた。 

・クロスアポイントメント制度を活用して 5人を受け入れた。 

・イノベーションハブを形成し、産

学官による研究開発を一体的に

進める基盤の構築に向けた取組

の第一歩として、各センターを設

置し、研究開発から社会実装まで

一体として実施できる研究環境

の確立を推進したことは評価で

きる。平成 29 年度は、首都圏直

下地震などの災害にそなえ、大学

等の研究者や賛同する企業・組織

と共にオールジャパン体制で推

進するため、新たに「首都圏を中

心としたレジリエンス総合力向

上プロジェクト」を開始し、その

実施を担う組織として「首都圏レ

ジリエンス研究センター」を設置

した。 

・共同研究及び受託研究の実施件数

はそれぞれ 138 件・46 件であり、

中長期計画期間の１年当たりの

数値目標（110 件/年・20 件/年）

を達成したことは評価できる。積

極的な外部資金への獲得が促進

されることを期待したい。 

・新たに首都圏レジリエンス研究セ

ンターにクロスアポイントメン

ト制度等を活用して大学から研

究統括を受入れ、多様な人材を活

用して研究を推進したことは評
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価できる。 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率的な業務

運営の下で「研究開発成果の 大

化」に向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が認め

られる。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

小項目 Ⅰ－１－２．基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進 

中長期計画 

地震調査研究推進本部の地震調査研究に関する総合基本施策及び調査観測計画を踏まえて、陸域の地震観測網（高感度地震観測網、広帯域地

震観測網、強震観測網等）と海域の地震観測網（日本海溝海底地震津波観測網（S-net）、地震・津波観測監視システム（DONET））を一元化した

海陸の基盤的地震観測網の安定的運用（稼働率 95％以上）を行うとともに、関連施設の更新を図る。また、「今後の大学等における火山観測研

究の当面の進め方について」（平成 20 年 12 月、科学技術・学術審議会測地学分科会火山部会）及び「御嶽山の噴火を踏まえた火山観測研究の

課題と対応について」（平成 26 年 11 月、科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会）に基づき、重点的に強化すべき火山について観測

施設の整備・運用を推進する。観測データの関係機関との共有や利用促進を図り、国内外の関係機関における研究、業務遂行や我が国の地震・

津波及び火山に関する調査研究の進展に貢献する。 

我が国全体の防災科学技術に関する研究開発を推進するため、実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）、大型降雨実験施設、雪氷

防災実験施設等の先端的研究施設の運用・共用促進を行う。 

Ｅ－ディフェンスについて、効果的・効率的な運用を行うとともに、その安全・確実な運用のため、施設・設備・装置等の保守、点検及び整

備を着実に実施する。また、地震減災研究の振興を図るため、共同研究や外部研究機関等への施設貸与によるＥ－ディフェンスの活用を促進す

るとともに、実験データを外部研究機関等へ提供する。さらに、優れた研究開発環境を確立するため、関連する施設・設備・装置等の改善、改

良及び性能向上など、地震減災研究に関する研究基盤機能の高度化に取り組む。 

先端的研究施設について効果的・効率的かつ安全に運用し、幅広い研究分野・領域で産業界を含めた国内外の外部研究機関との共用を促進す

る。なお、これまでの実績及び当該施設の運用状況のみならず研究開発成果を 大化することも踏まえ、年度計画に定める共用件数を確保する。 

また、防災科学技術や災害情報を集約及び展開できる情報基盤を活用することにより知の統合化を進める。さらに、基盤的観測網や先端的研

究施設によって得られたデータを活用した外部の成果を把握し、これらの成果に防災科研が貢献していることが社会から幅広く理解されるよう

に努める。 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

観測網の稼働率（％） 95％以上 99.5％ 99.3％ － 

先端的研究施設の共用件

数（件） 
 51 件 57 件 108 件 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） － －      
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従事人員数 －       

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 

（平成 29 年度の該当部分） 
評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ｓ 

従来の高感度・広帯域地震観

測データや火山観測データ等

に加え、S-net や DONET のデー

タも関係機関との間で共有出

来る仕組みを提供するととも

に、東日本大震災のような広域

災害の発生を念頭に、より安定

したデータ共有を実現するた

めの仕組みの構築に取り組む。

さらに、行政や企業による海陸

観測網データの利活用を促進

させる。広く地震津波被害の低

減に貢献するため、開発した即

時予測技術を実装し、多様な防

災情報の発出を検討する。ま

た、観測網の利活用、技術開発、

運用費用の在り方等に関する

検討に取り組む。 

 

平成 29 年度には、Ｅ－ディ

フェンスを安全・確実に運用す

るため、加振系装置、制御系装

置、油圧系装置、高圧ガス製造

設備の定期点検と日常点検を

実施し、Ｅ－ディフェンスの効

果的・効率的な運用を行う。ま

た、Ｅ－ディフェンスの施設・

○基盤的観測網・先端

的研究施設の安定

運用を通じ、国内外

の関係機関におけ

る防災科学技術に

関する研究開発の

推進に貢献してい

るか。 

 

《評価指標》 

・観測データの関係機

関との共有や利用

促進の取組の進捗 

・国内外の地震・津

波・火山に関する業

務遂行や調査研究

等への貢献の実績 

・先端的研究施設等の

活用による成果 

《モニタリング指標》

・観測網の稼働率 

・先端的研究施設の共

用件数 

防災科研が維持管理・運用する陸海の基盤的地震観測網と基盤的

火山観測網の本格的な統合運用を開始し、この陸海統合地震津波観

測網の愛称を「MOWLAS（モウラス）」と名付けるとともに愛称のイメ

ージに合うシンボルマークを作成した。 

陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）の一元的な維持管理・運

用を安定的に行うとともに、平成 28 年度補正予算による地震・火山

観測網の観測機器の更新や平成29年度に発生した台風により被災し

た観測点の復旧を実施した。これらにより、防災科研が中核的機関

として推進する防災科学技術研究はもとより、気象庁の監視業務を

はじめとする地震や津波、火山に関する防災行政、大学や研究機関

における学術研究及び教育活動の推進に貢献した。平成 29 年度にお

ける観測網の稼働率は、迅速な障害復旧対応や老朽化した機器の更

新等の実施により、目標値である 95%を達成した。 

海域観測網のうち S-net については、全システムの本格運用を開

始し、11 月より海溝軸沿い 25 点の観測データが気象庁で津波監視業

務での活用が開始された。DONET については、10 月より DONET2 デー

タの公開を開始した。また、平成 29 年 10 月 30 日に「日本海溝海底

地震津波観測網観測データの鉄道の地震防災への活用に向けた配信

に関する相互協力協定」を結び、S-net の一部データを鉄道事業者に

配信し、11月より新幹線制御への活用が開始された。次年度以降の

配信データ拡大も検討を進めており、S-net と DONET の観測データの

鉄道事業者への配信・利活用は今年度大きく進展した。 

陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）の本格的統合運用の周知

啓発活動として、11 月 29 日のシンポジウムのほか世界防災フォーラ

ム等各種イベントでの広報活動に対応するとともに、学会等におけ

るブース出展や新聞・テレビ・ラジオ等報道機関の取材対応により、

幅広く情報発信を行った。 

MOWLAS の本格的統合運用を開始

し、観測点被害に対する迅速な障害

対応復旧や老朽化した機器の更新

を確実に実施することにより、平成

29 年度も基盤的地震火山観測網を

安定して維持し、その稼働率が目標

値の 95％を達成したことは評価で

きる。また、S-net や DONET のデー

タは、気象庁の津波情報や震源決定

の精度向上のために活用がなされ

たほか鉄道事業者の新幹線制御へ

の活用と今後の更なる活用に向け

ての検討が始まるなど、観測データ

の社会実装を大きく前進させたこ

とは、極めて高く評価できる。また、 

MOWLAS の本格的統合運用開始と防

災・減災への貢献について幅広く周

知するためのシンポジウムなど、積

極的な広報活動は、防災科研のプレ

ゼンスを高めることに大きな役割

を果たしており、評価に値する。 
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設備・装置等の改善、改良及び

性能向上に資するための検討

を進める。なお、平成 29 年度

における施設の共用に関する

計画は以下のとおりである。 

●Ｅ－ディフェンス 

共用件数：年間 7件 

外部研究機関等によるＥ－

ディフェンスの活用促進とし

て、耐震補強と土構造物を対象

とした 2件の共同実験を、外部

研究機関、地方自治体と計画し

ている。また、民間企業への施

設貸与 5件の実施を予定して

いる。さらに、データ公開シス

テムによる外部研究機関等へ

の実験データ提供を引き続き

実施すると共に、公開予定日を

迎える実験データの開示を進

める。 

 

大型耐震実験施設、大型降雨

実験施設、雪氷防災実験施設に

ついて効果的・効率的かつ安全

に運用し、幅広い研究分野・領

域で産業界を含めた国内外の

外部研究機関との共用を促進

する。なお、平成 29 年度にお

ける施設の共用に関する計画

は以下のとおりである。 

●大型耐震実験施設 

共用件数：年間 8件 

火山活動に関しては、平成 30 年 1 月の草津白根山と 3月の霧島山

新燃岳の噴火の際に得られた観測データを取りまとめ、ネットワー

クセンターの Web サイトやクライシスレスポンスサイトを通じて広

く国民に向けて情報発信を行った。 

 

●Ｅ－ディフェンス 

加振系装置、制御系装置、油圧系装置及び高圧ガス製造設備の定

期点検と日常点検を実施し、Ｅ－ディフェンスの安全かつ効果的・

効率的な運用を行った。また、Ｅ－ディフェンスの施設・設備・装

置等の改善、改良及び性能向上では、実験映像収録システムの改修

を行い、高精細度映像の収録を可能にした。あわせて、日常点検や

更新工事をはじめ、Ｅ－ディフェンス構内で行われる各種工事への

安全管理を確実に実施し、平成 18 年 4月より継続されている無災害

記録は平成 29 年度末には 187 万時間を超えた。 

幅広い地震減災研究に係わる研究開発での利活用を示す共用件数

については、当初計画の共同研究 2件、施設貸与 6件の実験研究が

行われた。 

さらに、実験データを外部機関等に提供するデータ公開システム

を継続的に運用しており、平成 29 年度に実験データ 5件の開示を行

い、実験データの公開件数は 57 件に達した。 

 

●大型耐震実験施設 

共同研究 8件、施設貸与 2件の利用実績をあげた。 

 

●大型降雨実験施設 

共同研究 3件、施設貸与 6件、施設利用 1件の利用実績をあげた。

 

●雪氷防災実験施設 

 国際共同研究１件、共同研究 23 件、施設貸与 5件の利用実績をあ

げた。 

 

 

 

 

 

 

Ｅ－ディフェンスの各装置・設備

の定期点検と日常点検を実施し、Ｅ

－ディフェンスが効果的・効率的に

運用できたことは評価できる。ま

た、改修された実験映像収録システ

ムに収録された実験映像は、防災リ

テラシーの向上に資する情報プロ

ダクツへの活用が期待される。さら

に、安全管理の徹底により、Ｅ－デ

ィフェンス構内で行われる実験・準

備作業、施設・装置の点検作業が遅

滞なく無事故で実施され、平成 18

年 4 月より継続されている無災害

記録が平成 29 年度末に 187 万時間

を超えたことは高く評価できる。 

あわせて、実験データの公開件数

は 57 件に達しており、実験データ

の公開が着実に進められているこ

とは高く評価できる。 

 

平成 29 年度の外部利用は、Ｅ－

ディフェンスでは 8件、大型耐震実

験施設では 10 件、大型降雨実験施

設では 10 件、雪氷防災実験施設で

は 29 件の実績をあげ年間目標値以

上の実績を残した。 

各実験施設では幅広い内容のデ
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外部研究機関等への施設の

共用として、構造物や地盤・土

構造物等を対象とした 8件の

実験実施を計画している。 

 

●大型降雨実験施設 

共用件数：年間 6件 

共用実験として施設貸与実

験 4件、また、共同研究実験 2

件程度を計画中である。さらに

自体研究，普及啓発のための実

験を行う予定である。 

 

●雪氷防災実験施設 

共用件数：年間 25 件 

大学や公的研究機関との雪

氷防災の基礎研究に関する共

同研究 23 件、及び雪氷対策技

術の実用化に関する民間企業

への施設貸与 2件の実施を予

定している。 

ータが取得され、その成果は各々の

分野において有効に活用されるも

のと期待される。 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率的な業務

運営の下で「研究開発成果の 大

化」に向けて特に顕著な成果の創出

や将来的な特別な成果の創出の期

待等が認められる。 



 

- 11 - 
 

 

１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

小項目 Ⅰ－１－３．研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

中長期計画 

①研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

防災科研で得られた研究成果を広く普及させるため、シンポジウムや研究成果発表会を開催するとともに、国内外における学会・学術誌等で

発表・公表する。その際、科学的な知見の発信レベルの維持・向上のため、査読のある専門誌及び SCI 対象誌等の重要性の高い専門誌での誌上

発表や学会等での口頭発表を行う。 

研究開発成果の普及に当たっては、国民の安全・安心に直結するという防災科学技術の特性を踏まえ、海外展開も念頭に置きながら、広く成

果が活用されるよう知的財産の取得・活用戦略・管理等の方針を定めた知的財産ポリシーを新たに策定する。その際、単に実施料収入の観点だ

けでなく、我が国の防災力の向上に留意した質の高い特許等の知的財産の権利化や実施許諾等に努める。さらに、先端的研究施設等を利用した

試験結果に基づき、性能・品質等を検証するための仕組みづくりの検討を行う。また、ウェブ上の公開等を通じ、民間企業や地方公共団体等を

対象として潜在的なニーズや連携対象を積極的に発掘し、研究開発に反映させるように努める。 

 

②広報・アウトリーチ活動の推進 

研究成果の普及、防災科研への国民の理解・信頼・支持の獲得、国民の防災リテラシーの向上を図るため、防災科研の研究活動や研究成果等

について、ウェブやテレビ・新聞等の報道機関等を通じた情報発信を行う。その際、国民に対し分かりやすい形で情報発信するため、ウェブの

機能・コンテンツの強化や取り上げやすさを念頭においた報道発表等に努める。 

また、多様な媒体を組み合わせた情報発信を行うため、研究施設の一般公開・見学者の受入、一般市民を対象としたシンポジウムやワークシ

ョップの開催・所外のイベントへの参加、広報誌の発行、防災教育のための講師派遣等も行う。 

さらに、基盤的地震・火山観測網やＥ－ディフェンス等によって得られたデータやそれらに基づく成果が、我が国の安全・安心に貢献してい

ることが周知されるような取組を行う。 

 

③災害情報のアーカイブ機能の強化 

防災科学技術の中核的機関として、防災科研の研究成果のみならず、国内外の防災科学技術に関する研究や、様々な自然災害に関する資料を

収集・整理して、データベース化を進め、ウェブ等を通じて研究者、防災の専門家、一般市民等へ効果的に提供する。 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

指標 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

共同研究（件） 770 件以上 122 件 138 件 260 件 



 

- 12 - 
 

受託研究（件） 140 件以上 42 件 46 件 88 件 

知的財産の出願（件） 28 件以上 5 件 9 件 14 件 

シンポジウム・ワークシ

ョップ開催数（回） 
140 回以上 75 回 71 件 146 回 

プレスリリース等（件） 175 件以上 33 件 36 件 69 件 

論文数（編/人） 7 編/人以上 1.2 編/人 1.3 編/人 2.5 編/人 

学会等での口頭発表（件/

人） 
42 件/人以上 6.7 件/人 6.2 件/人 12.9 件/人 

公開ウェブのアクセス件

数（件） 

 17,408,000

件

13,101,000

件

30,509,000

件 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） － －      

従事人員数 － －      

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ａ 

①研究開発成果の普及・知的財

産の活用促進 

防災科研で得られた研究

成果を広く普及させるため、

シンポジウムや研究成果発

表会を開催するとともに、国

内外における学会・学術誌等

で発表・公表する。その際、

科学的な知見の発信レベル

の維持・向上のため、査読の

ある専門誌及び SCI 対象誌

等の重要性の高い専門誌で

の誌上発表や学会等での口

頭発表を行う。 

○関係府省や地方公

共団体、民間企業等

のニーズを踏まえ

た研究開発の推進

や知的財産権の活

用は適切になされ

ているか。 

 

《評価指標》 

・産学官連携の成果 

・知的財産等を活用し

た成果の社会実装

に向けた取組の進

捗 

科学的な知見の発信レベルの維持・向上のため、査読のある専門

誌及び SCI 対象誌等の重要性の高い専門誌での誌上発表は 157 編、

国内外の学会等での発表は 747 件行った。また、防災科研の研究内

容を国内外に発信するため、Journal of Disaster Research（JDR）

の防災科研特集号を平成 29 年 10 月に発行した。 

事業、研究開発の目的・推進方向を明確にすることに加え、成果

の性格、活用場面等を踏まえた知的財産マネジメントを戦略的かつ

積極的に行い、社会に 大限の価値をもたらすことができるよう、

平成 29 年 3月 29 日付で知的財産ポリシーを新たに策定し、所内に

周知するとともに、平成 30 年 1 月に所内説明会を開催した。 

また、職員等の知的財産の知識を深め特許出願等に生かせるよう

専門家による知的財産研修の開催、特許庁、文化庁、独立行政法人

工業所有権情報・研修館主催の知的財産研修に参加するとともに、

知的財産関連資料の所内イントラへの掲載などにより、9件の特許出

論文数、学会等での発表はそれぞ

れ 1.3 編/人、6.2 件であり、１年

当たりの数値目標（１編/人・年、

６件/人・年以上）を達成したこと、

また、防災科研の研究内容を国内外

に発信するため、Journal of 

Disaster Research（JDR）の防災科

研特集号を平成29年10月に発行し

たことは評価できる。 

特許・実用新案等の申請件数は 9

件であり、１年当たりの数値目標

（４件/年）を達成したことは評価

できる。また、新たな特許等の実施

許諾がなされ、知的財産の活用が促
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研究開発成果の普及に当

たっては、国民の安全・安心

に直結するという防災科学

技術の特性を踏まえ、海外展

開も念頭に置きながら、広く

成果が活用されるよう特許、

実用新案、商標権等の知的財

産の取得・活用戦略・管理等

の方針を定めた知的財産ポ

リシーを運用する。その際、

単に実施料収入の観点だけ

でなく、我が国の防災力の向

上に資する公益性の高いも

のであることに留意した質

の高い特許等の知的財産の

権利化や実施許諾等に努め

ると共に、取得したものにつ

いてはホームページにおい

て公開する。 

さらに、先端的研究施設等

を利用した試験結果に基づ

き、性能・品質等を検証する

ための仕組みづくりの検討

を行う。平成 29 年度は大型

降雨実験施設について、降雨

環境下におけるセンシング

技術開発を行っている複数

企業の参加のもと、試行的な

検証実験を行い、性能・品質

等を検証するための仕組み

作りの検討を行う。 

また、ウェブ上の公開、説

《モニタリング指標》

・共同研究・受託研究

件数 

・知的財産の出願件数

 

願、4件の特許登録があった。また、取得した特許については、研究

所のホームページをはじめ、独立行政法人工業所有権情報・研修館

の外部機関ホームページに特許情報を掲載して情報提供することな

どにより、10 件の特許等の実施許諾があった。 

大型降雨実験施設については、降雨環境下におけるドローンのセ

ンシング技術開発を行っている産業技術総合研究所と民間企業及び

超撥水性材料の技術をもつ神奈川工科大の参加のもと、試行的な検

証実験を行い、性能・品質等を検証するための実験検討を行った。

また試験結果を認証する枠組みを構築するため、経済産業省の日本

工業標準調査会基本政策部会委員との意見交換を行った。 

民間企業の潜在的なニーズや連携対象の発掘については、気象災

害軽減イノベーションセンターを通じて、民間企業との予測モデル

の共同開発等を進めた。ハザード･リスク評価の地域や産業等への展

開を図るため、損害保険、建設、情報通信、交通インフラ、防災コ

ンサルティング等で構成したハザード・リスク情報に関する検討会

を継続し、各業界の具体的な活用の可能性について検討を行った。

さらにその活動が進展し、本格的な地域や産業等への展開の望ま

しい枠組みの検討・構築を目的とするハザード・リスク実験コンソ

ーシアムを立ち上げ、協力関係を構築した。地方公共団体等につい

ては、火山災害対策・対応における現状の課題やニーズの把握のた

めに、前年度宮崎県や長野県等に行ったヒアリング調査を整理・分

析するとともに、火山災害の講演会や火山灰等の展示とヒアリング

を通して、自治体関係者や地元住民から火山対策の課題把握を行っ

た。新潟及び山形地域においては、自治体等と連携した雪氷災害予

測システムの試験運用を継続し、システムの改良やニーズの把握な

どにより実用化に向けた取り組みを進めた。 

進されていることも評価できる。今

後とも、セミナーの実施や研修への

参加を通して知的財産取得への意

識高揚を図りつつ、積極的な特許・

実用新案等の出願がなされること

を期待したい。 

気象災害軽減イノベーションセ

ンターを通じて、民間企業と協働し

た。地方公共団体等においてもニー

ズ把握のためヒアリングを実施す

るなど潜在的なニーズや連携対象

の発掘を推進した。 
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明会、協議会等を通じた民間

企業の潜在的なニーズや連

携対象の発掘、アンケート調

査、災害時の協働、協議会等

を通じた地方公共団体等の

潜在的なニーズや連携対象

の発掘を積極的に推進し、研

究開発に反映させるように

努める。 

 

②広報・アウトリーチ活動の推

進 

研究成果の普及、防災科研

への国民の理解・信頼・支持

の獲得、国民の防災リテラシ

ーの向上を図るため、防災科

研の研究活動や研究成果等

について、ウェブやテレビ・

新聞等の報道機関等を通じ

た情報発信を行う。その際、

国民に対し分かりやすい形

で情報発信するため、ウェブ

の機能・コンテンツの強化や

取り上げやすさを念頭にお

いた報道発表等に努める。 

また、多様な媒体を組み合

わせた情報発信を行うため、

研究施設の一般公開・見学者

の受入、一般市民を対象とし

たシンポジウムやワークシ

ョップの開催・所外のイベン

トへの参加、広報誌の発行、

○防災科研の活動に

関する国民の理解

を深めるため、多様

な手段を活用して

情報発信やアウト

リーチ活動に努め

るなど、社会から理

解を得ていく取組

を積極的に推進し

ているか。 

 

《評価指標》 

・研究活動・研究成果

の情報発信・アウト

リーチ活動の成果 

・防災科学技術に関す

る情報及び資料の

収集・整理・提供に

関する取組の成 

《モニタリング指標》

・シンポジウム・ワー

クショップ開催数 

・研究成果や災害情報、シンポジウム、公開実験等についてのプレ

スリリースをタイムリーに行い、成果が普及するよう努めた。そ

の結果、九州北部豪雨、草津白根山、霧島山（新燃岳）の噴火活

動などの速報や、Ｅテレにて放送された陸海統合地震津波火山観

測網（MOWLAS）、降雪期間中に減災に役立つ情報「雪おろシグナル」

など多くのマスメディアに取り上げられた記者発表数多くあっ

た。 

・九州北部豪雨、草津白根山、霧島山（新燃岳）の噴火活動など災

害が発生した際には、プレスリリースと共にその災害に関連する

情報を集約したサイト（防災科研クライシスレスポンスサイト

（NIED-CRS））の立上げ、観測された降雨や降灰のデータなどの迅

速発信など、必要な情報を Web などから積極的に発信した。 

・1月 9日新潟県、新潟大学、京都大学と共同発表した「雪おろシグ

ナル」は、積雪の高さだけではわからない積雪荷重を知ることが

できるため、家屋等の建造物の倒壊を防ぐ雪下ろしの判断に役立

つ情報サイトである。本サイトを一般の方に活用していただくた

めに、より能動的な広報的アプローチをどのようにすべきか検討

した。具体的には積雪情報（対象地域：新潟県）を周知する上で

も影響力のある新潟県と協議することとした。まず、防災科研

よりサイトの呼称案を新潟件知事に提案し、新潟県知事に「雪お

ろシグナル」と命名して頂き、 も利用されることになる新潟県

の新潟県知事等と新潟県庁で共同発表を行い、報道機関（テレビ

災害に関して積極的に情報発信

したことは評価できる。 

特に Web を活用し、単に様々な情

報を集約しただけに止まらず、「府

省庁連携防災情報共有システム

（SIP4D：Shared Information 

Platform for Disaster manage-

ment）」による現地調査結果や空撮

写真等の地図上への統合なども行

った防災科研クライシスレスポン

スサイトを立ち上げ、九州北部豪雨

などの災害について、積極的かつ迅

速に情報発信を行ったことは評価

できる。 

また、より能動的な広報活動とし

て取り組んだ「雪おろシグナル」の

広報的アプローチは、研究対象地域

となる新潟県との協議を行い、サイ

ト呼称の命名、利用者となる新潟県

との共同発表を行うなど、住民に活

用されるための周知活動となり、雪

氷災害の軽減に広報活動が寄与し
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防災教育のための講師派遣

等も行う。平成 29 年度には

ASEANその他の国際協力枠組

みに関連する会合を利用し

て積極的に防災科研の取組

に関する情報発信を行う。 

さらに、基盤的地震・火山

観測網、気象・雪氷に関する

レーダ観測、Ｅ－ディフェン

ス等によって得られたデー

タやそれらに基づく成果を

把握し、ウェブやシンポジウ

ム等を活用して、これらが我

が国の安全・安心に貢献して

いることが周知されるよう

な取組を行う。 

 

・プレスリリース等の

件数 

・論文数・口頭発表件

数等 

・公開ウェブの利便性

 

局、新聞など）により効果的に周知されたことで、新潟県内の住

民に有効活用され、雪氷災害の軽減に寄与することが出来た。 

・基盤的地震・火山観測網などから得られる観測データは、災害時

の情報発信に活用するだけでなく Web のトップから常時アクセス

できるようにしている。 

・施設見学受入れや、一般公開や公開実験などを通じて研究所に多

くの方々を受け入れ、一般やマスコミ、関係者など多くの方々に

周知を図った。 

・シンポジウムに関しては、マスコミや関係者だけではなく一般国

民の関心が高く減災に結びつきやすい情報の利活用に関するもの

などを中心に数多く実施した。特に、シンポジウム「地震津波火

山災害に強い社会を目指して～全国を網羅する陸海統合観測網の

誕生～」は、昨年度より愛称を公募し、シンポジウムの中で表彰

式、ネットや他のイベントでの動画告知、新聞広告などを行った。

また、NHK のＥテレ「テレビシンポジウム」で 3月 17 日に 1時間

番組として放送され社会的反響が大きかったものと言える 

・防災推進国民大会 2017、世界防災フォーラムなど、他機関が主催

するイベントなどに参加・出展し、研究成果の広報活動を行った。

その際、想定される来場者別に狙いを持って展示内容・配布物に

工夫を凝らし取り組んだ。 

・5月にブルネイ・ダルサラームで開催された ASEAN-COST 会議やイ

タリアでの日伊科学技術協力合同委員会、また日本で開催された

日インドネシア科学技術協力合同委員会などにおいて、SATREPS 事

業や連携協定に基づく取り組みを始めとした防災科研の活動を紹

介した。 

 

たと言えるため、評価できる。 

また、陸海統合地震津波火山観測

網（MOWLAS）の統合的運用開始に関

連して、シンポジウム「地震津波火

山災害に強い社会を目指して～全

国を網羅する陸海統合観測網の誕

生～」を開催し、マスコミや関係者

だけでなく一般国民にもテレビ放

送などを用い、多様な手法で周知し

たことや一般公開、公開実験、取材

対応、各イベント参加・出展などの

広報活動を積極的に行ったことも

評価できる。 

 

③災害情報のアーカイブ機能

の強化 

防災科学技術の中核的機

関として、防災科研の研究成

果のみならず、国内外の防災

科学技術に関する研究や、

  防災科学技術に関する図書、災害記録、学術論文、地図、統計等

の情報及び資料 3,586 点を収集した。収集した情報及び資料は、記

録媒体・流通形態を問わず対象とした。収集した各種情報及び資料

のメタデータを蔵書DBに入力することにより所内外に公開するとと

もに、情報及び資料を供覧した。入室者数は所内外 2,932 名、貸出

冊数は 694 冊、複写冊数は 211 冊であった。また、「平成 28 年度の

災害情報のアーカイブ機能の強

化については、SIP 等の取組と連携

しながら、平時の情報収集の仕組み

を改善するとともに、昨年度に引き

続き、平成 29 年度に発生（警戒を

含む）した 8回の災害に対して、昨
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様々な自然災害に関する資

料を収集・整理して、データ

ベース化を進め、ウェブ等を

通じて研究者、防災の専門

家、一般市民等へ効果的に提

供する。平成 29 年度につい

ては以下の業務を実施する。 

・所内各研究部門・センター等

と連携し、研究成果に関する

情報のデータベース化に向

けた検討を行う。また、「自

然災害ハザード・リスク評価

に関する研究」と連携し、過

去の災害資料の収集、整理、

保管を進める。 

・総合防災情報センター、ICT

統括室、広報課をはじめと

し、各部門、センター、プロ

ジェクト、課室等で行ってい

る研究成果の発信において、

総合防災情報センターを中

核とした全所的な連携を進

める。 

災害」及び「平成 29 年 7月九州北部豪雨」関連資料を展示するとと

もに収集を行った。日本全国の大学、関係機関、博物館・図書館・

文書館（MLA）等と連携し、社会全体で「知の結集」を実現し、知を

結集する仕組みを構築すべく、「被災地図書館メーリングリスト」に

より情報交換の場とすることを提案し、関連 26 機関の参加により運

用を開始した。所の研究成果として、「研究報告」No.81-83 合併号と

して 1冊、「主要災害調査」No.51 として 1冊、No.52 をオンライン

刊行、「研究資料」No.412-418 として 7冊を刊行した。また、1,027

冊の刊行物を配布した。防災科学技術に関する情報を統合発信する

防災情報デジタルライブラリ構想を実現するために、情報統合運用

室を新たに設置し、研究所内の部門・センター・プロジェクトから

数名ずつ職員が参加することで、従来、災害種別ごと、取組ごとに

独立的に行われてきた情報管理・情報発信を、社会からの要請に応

えるべく全所的かつ統合的に取り組む体制を構築した。その結果、

各部署で保有する情報プロダクツを網羅的に整理し、134 のプロダク

ツ、21 のデータ形式、26 のシステム・DBを統合する必要性があるこ

とを明らかとした。また、「自然災害情報の利活用に基づく災害対策

に関する研究」と連携し、防災情報デジタルライブラリの初期モデ

ルの構築と試行運用を行うとともに、研究成果にアクセスするため

の恒久的 ID の付与として、DOI（Digital Object Identifier）の導

入について検討を進めた。さらに、横断的な検索システムとして、

総合防災情報クリアリングハウスのプロトタイプを構築し、昨年度

協定を締結した G空間情報センターとの連携試験により、組織連携

での一元的な情報検索が可能であることを確認した。 

 昨年度に引き続き、「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）」

や、所内各部門・センター・プロジェクトと連携し、災害時に各種

情報を集約・提供する Web サイト「防災科研クライシスレスポンス

サイト（NIED-CRS）」を、昨年度の熊本地震等での経験を踏まえて機

能強化し、開設・運用した。特に、九州北部豪雨においては、情報

統合運用室を軸として研究部門・事務部門が一体となり、発災後即

時に現地派遣の交代体制を確立し、効率的に対応した。現地では、

熊本地震時には連携できていなかった自衛隊、消防、警察、海上保

年度の熊本地震での経験に基づき

改良した防災科研クライシスレス

ポンスサイトの運用と効率化した

支援体制により、熊本地震時よりも

短期間で多くの種類の情報を共

有・発信し、昨年度は連携できなか

った自衛隊や消防等の実動機関を

はじめとした多くの機関・団体の災

害対応業務に活用された。これによ

り、防災科研のプレゼンスをさらに

高めることができた。また、情報統

合運用室の新規設置により、災害種

別の枠を超えた統合的な取組を行

っていくための素地を構築するこ

とができ、データベースの相互運用

化や統合的な情報集約・発信手順の

検討等を着実に進展させるととも

に、G空間情報センターとの連携や

被災地図書館メーリングリストの

運用、電脳防災コンソーシアムの共

同設立により、外部機関との連携も

強化した。 
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安庁といった実動機関の活動を支援する情報作成・共有を行い、防

災行政に直接貢献した。結果として、熊本地震では約 4.5 ヵ月で 80

種（631 レイヤ、一ヵ月換算で約 140 レイヤ）の情報を共有したこと

に対し、九州北部豪雨では約一ヵ月で 93 種（282 レイヤ）の情報を

共有した。今年度、NIED-CRS は、8回の自然災害（災害に至らなか

ったもの、一般に公開しなかったものを含む）に対して開設・運用

した。 

 外部機関との連携として、国立研究開発法人情報通信研究機構、

ＬＩＮＥ(株)、ヤフー(株)、慶應義塾大学とともに、国民生活に身

近なインターネット・メディア・人工知能（ＡＩ）を積極的に活用

する防災・減災をめざして「電脳防災コンソーシアム」を共同設立

した。 

 

 

 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率的な業務

運営の下で「研究開発成果の 大

化」に向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が認め

られる。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

小項目 Ⅰ－１－４．研究開発の国際的な展開 

中長期計画 

我が国の防災科学技術の研究開発及び情報の受発信の中核的機関として、海外の研究機関・国際機関との共同研究や協定、国際共著論文の発

表等による連携を推進し、国際的なネットワークの強化、防災科学技術の海外展開への取組を通じて、防災科研及び我が国の国際的な位置づけ

の向上を図る。 

このため、アジア・太平洋地域の地震観測網を活用した津波予測システムの開発、WOVO（World Organization of Volcano Observatories）

との連携に基づく火山観測データに関する国際データベースの充実・共有化の推進、国際 NPO 法人 GEM (Global Earthquake Model)との連携に

基づく国際的な地震ハザード評価、リスク評価手法の開発とその標準化等の取組を引き続き推進する。また、2015 年４月ネパール地震において

実施した現地災害調査の実績を踏まえ、海外で発生した災害に対しても被災地に貢献できる取組を実施する。さらに、国際シンポジウムの開催、

海外からの人材・視察の受け入れ等に取り組む。 

また、国際的な研究開発動向や防災に関する国際協力のニーズを踏まえ、企業も含め新たな協力連携相手の開拓に努めるとともに、防災科学

技術に関する国際共同研究及び技術の海外展開のための事業を推進する。 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

指標 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

海外の研究機関・国際機

関等との共同研究（件）
56 件以上 13 件 14 件 27 件 

海外からの研修生等の受

入数（人） 
280 人以上 657 人 546 人 1,203 人 

論文数（SCI 対象誌等）

（編） 
336 編以上 63 編 66 編 129 編 

国際学会等での口頭発表

（件/人） 
7 件/人以上 1.5 件/人 1.7 件/人 3.2 件/人 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） － －      

従事人員数 － －      

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 
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年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

我が国の防災科学技術の研

究開発及び情報の受発信の中

核的機関として、海外の研究機

関・国際機関との共同研究や協

定、国際共著論文の発表等によ

る連携を推進し、国際的なネッ

トワークの強化、防災科学技術

の海外展開への取組を通じて、

防災科研及び我が国の国際的

な位置づけの向上を図る。 

このため、アジア・太平洋地

域の地震観測網を活用した津

波予測システムの開発、WOVO

（ World Organization of 

Volcano Observatories）との

連携に基づく火山観測データ

に関する国際データベースの

充実・共有化の推進、西太平洋

地域等における各機関との地

震観測データ共有による地震

カタログ整備及び津波予測精

度の向上、WMO（World Mete-

orological Organization）固

体降水相互比較実験（SPICE）

におけるデータ共有、雪氷防災

実験施設を用いた国際共同研

究を進める。また、APEC Center

の一つである ACES(APEC Co-

operation for Earthquake 

Simulation)や、国際 NPO 法人

○防災科研及び我が

国の国際的な位置

づけの向上に向け

た研究の促進が図

られているか。 

 

《評価指標》 

・海外の研究機関・国

際機関等との連携

による成果 

《モニタリング指標》

・海外の研究機関・国

際機関等との共同

研究件数 

・海外からの研修生等

の受入数 

・論文数・口頭発表件

数等（国際）、TOP10%

論文数 

6月 12日～14日で台湾の新北市で開催された第 8回日韓台ワーク

ショップに、防災科研からは理事長ほか 6 名が参加した。前年の平

成 28 年には、2月に台湾南部地震、4月に熊本地震、9月に韓国の慶

州地震と 3 ヶ国とも大規模な地震に見舞われたこともあり今回のワ

ークショップは地震がテーマとなった。防災科研は、熊本地震で得

た教訓、余震の予測に関する新手法及び利活用、地震被害の評価ツ

ール、災害情報の共有、陸海統合地震津波観測網で得られた活断層

による地震活動の長期評価、熊本地震時の建物被害や防災に関する

意識調査について成果を発表し、韓国と台湾の研究者と活発な議論

や意見交換を行った。 

イスラエルにて開催された Life in Extreme Conditions Summit

において、地震津波防災研究部門より死海断層帯に関連する話題と

して、南海トラフ地震によって引き起こされるであろう地震シナリ

オの構築とその被害への備えなどを解説し、日本の防災研究の現状

に関する発表を行うとともに、今後の研究交流について議論を交わ

した。 

他に韓国浦項(Pohang)市で開催された APEC Center Conference に

ACES(APEC Cooperation for Earthquake Simulation)代表として参

加し、APEC の 8 つのセンターが APEC にどのように連携して貢献して

行くかの議論をした。また、JpGU-AGU joint meeting において ACES 

mini workshop "Earthquake Modeling and Simulation"を開催した

他、水・土砂防災研究部門においては、平成 29 年 1月に韓国気象庁

気象レーダセンターとの間で気象レーダ分野に関する協力協定を締

結し、平成 29 年 9 月に防災科学技術研究所で気象レーダの解析技術

に関する合同セミナーを実施した。 

国際的なイベントとしては、11 月 25 日～28 日に仙台国際センタ

ーで開催された「世界防災フォーラム」においてテクニカルセッシ

ョンを受け持ち、同時開催となっていた防災推進国民大会と防災産

業技術展での展示発表に合わせ、世界40以上の国や地域から来た900

名を超える来場者に、陸海統合地震津波火山観測網 MOWLAS と観測網

外国からの視察、研修生の受け入

れについては、JICA によってサポ

ートされた交流事業における研修

を中心として、一度来訪された以後

も毎年打診をいただく等、継続性の

ある研修が増えてきているところ。 

受け入れ数自体は若干の減少を

見たところではあるが、単発に終わ

らずその後も続く案件を増やすこ

とができている点は評価する。 

 また、国際会議の開催、国際共同

研究・調査を着実に実施した。国際

的な位置付けの向上に資したもの

と考える。 

 論文の発表、口頭発表について

は、昨年度に引き続き、非常に顕著

な実績の向上が見られ、中長期計画

に基づいて着実な進展が認められ

た。 

 

 以上により、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、「研究開発成果の 大化」に向

けて成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 
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GEM (Global Earthquake 

Model) との連携を推進すると

ともに、TEM（Taiwan Earth-

quake Model）、GNS（ニュージ

ーランド）とのワークショップ

を開催し、アジア・環太平洋地

域での研究交流を進め、SCEC

（南カリフォルニア地震セン

ター）との連携を図り、地震ハ

ザード・リスク評価の国際展開

を行う。 

また、2015 年 4 月ネパール

地震において実施した現地災

害調査の実績を踏まえ、海外で

発生した災害に対しても被災

地に貢献できる取組を実施す

る。さらに、国際シンポジウム

の開催、海外からの人材・視察

の受け入れ等に取り組む。 

また、国際的な研究開発動向

や防災に関する国際協力のニ

ーズを踏まえ、企業も含め新た

な協力連携相手の開拓に努め

るとともに、防災科学技術に関

する国際共同研究及び技術の

海外展開のための事業を推進

する。 

で得られた情報の利活用や将来的な展望を中心に、防災科研の取り

組みを紹介した。 

5 月、10 月、2 月には、化学物質等によって引き起こされる CBRN

災害をテーマとし、時間とともに拡大する被害に対する国際的な防

災減災に向けたリスク対応の有効性を高めることを目的とし、全米

アカデミーズ（United States National Academies）や NATO 等海外

からも参加者を招聘し、専門家と国家間の連携について議論を行う

国際ワークショップ International Workshop CBRN Resilience 

Workshop を開催した。 

11 月には、Global Forum on Science and Technology for Disaster 

Resilience 2017 を、日本学術会議、土木研究所、ICHARM、UNISDR、

IRDR らと共同で開催し、3 日間にわたって、防災・減災に関わる科

学技術の諸分野が一体となって政治家・行政官・民間企業・市民団

体などの関係当事者と協力した仙台防災枠組の 4 つの優先行動の確

実な実施に向けた行動を議論した。 

7 月には、日本の防災研究の知見を学びたいとの申し入れがあり、

サウジアラビアのムハンマド・アル＝トワイジリ経済企画省副大臣

他ご一行が防災科研を訪問し、理事長、理事、審議役と両国の災害

対応について議論するとともに、所内の実験施設や研究施設をご視

察頂いた。 

また、同月には JICA の依頼に基づき中央アジア・コーカサス地域

総合防災行政コースの研修をつくば本所及び雪氷防災研究センター

（新庄）にて受け入れ、アルメニアなどの行政関係者に対し日本の

防災に関する取り組みを紹介した他、3月には世界銀行からの依頼に

基づき、Technical Deep Dive: Seismic Risk and Resilience と題

した国際研修をＥ－ディフェンスにて受け入れ、南米やアフリカ諸

国を含む世界各国の研究者や行政関係者に対し、講演と意見交換を

実施した。 

他 に 、 米 国 の Natural Hazards Engineering Research In-

frastracture (NHERI)とＥ－ディフェンスと NHERI の施設を活用し

た地震工学分野における日米共同研究の推進を目的とした覚書を 7

月に新たに締結した。NHERI の前身である The George E. Brown, Jr. 
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Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES) は、文部

科学省と米国国立科学財団（NSF）が平成 17 年に締結した覚書に基

づき、Ｅ－ディフェンスと NEES の施設を活用した地震工学に関する

共同研究を進めてきたが、NEES の事業が終了したため、この度、NHERI

と覚書を締結し直した形となる。この覚書の締結を受け、10月 31 日

～11 月 1 日に東京で研究計画会議を開催し、Ｅ－ディフェンスを活

用した共同研究の可能性、および実験データの取り扱いに関する方

針について、地震減災実験研究部門の研究者を含む日米の研究者間

で活発な議論が行われた。 

他に、ロシア科学アカデミー地球物理調査所連邦研究センターと

の間で、日本、ロシアにとって共通の災害である地震及び津波のリ

スクについての情報交換、研究交流を目的として包括連携協定を締

結した。 

地震津波防災研究部門においては、平成 29 年 2 月に、ユトレヒト

大学地球科学部地理科学科（オランダ）と「断層摩擦法則のスケー

ル依存性の研究」の共同研究契約を締結し、平成 30年度から実施す

る実験に向け、摺動岩石ブロックや設備の製作等、大型耐震実験施

設を活用した加振実験の実施に向けた準備を進め、雪氷防災実験施

設における国際共同研究として、近年中国でも課題が顕在化してき

ている大型建築物の屋根雪の堆積過程に関して、中国同済（Tongji）

大学と縮尺模型実験を 11 月に行った。 

また、JICA と JST が管轄する SATREPS 事業について、2011 年のタ

イ洪水において甚大な経済被害が発生したことを踏まえ、研究代表

者である名古屋工業大学とともに防災科研が提案した研究課題「産

業集積地における Area-BCM の構築を通じた地域レジリエンスの強

化」が仮採択となり、対象となるタイの工業地域での災害対応訓練

に参加、また共同研究契約の締結に係る研究計画を策定し、平成 30

年度より本採択されることとなった。 

風水害リスク評価に関しては、主として外部資金（気候変動適応

技術社会実装プログラム：SI-CAT）と連携した取組を行った。CORDEX 

Asia ESD グループ代表として国際ワークショップを主催し、地域気

候ハザード評価手法の国際展開を図った。 
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OpenQuake や Broadband Platform (BBP)等の主に海外での地震ハ

ザード・リスク評価のためのプラットフォームの取組みを参考とし、

地震ハザード・リスク評価研究、及び基盤情報データベースに関す

る成果を統合したシステムの検討を行い、プラットフォームのプロ

トタイプ設計に着手した。 

地震ハザード・リスク評価研究の国際 NPO 法人 GEM のメンバとし

て、GEM 第２期の活動を継続して実施した。防災科研からの参加者が

科学委員会の副議長に再任され、GEM の運営に対する発言力を継続し

ている。GEM「グローバル地震モザイクモデル」の完成に向け、ブー

タン、タイ、ミャンマー、ベトナムの地震ハザード評価の取組みを

支援した。台湾 TEM に協力して「日本・台湾・ニュージーランドの

地震ハザード評価」に関する研究交流会を台南で実施した。 日本地

球惑星科学連合 2018 年大会に地震ハザード評価のセッション「地震

ハザード評価の再考察(Re-Think PSHA)」を引き続き共同主催した。

また、外部資金と連携し、これまで開発したリアルタイム震度計を、

ブータン地質鉱山局(DGM)に提供し、ブータン地震・震度観測網の整

備を進めた。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

小項目 Ⅰ－１－５．人材育成 

中長期計画 

防災科研は、我が国の防災科学技術の発展を通じて国及び国民の安全・安心の確保に貢献するため、防災科研内外の研究者等の養成・資質向

上のみならず、地方公共団体や地域の防災リーダー等広く防災に携わる人材の養成・資質向上等に取り組む。 

具体的には、連携大学院制度やインターンシップ制度を活用した内外からの優秀な大学生・大学院生の積極的な受け入れ、クロスアポイント

メント制度・人事交流等を通じた研究者間の協働の推進及び地方公共団体や地域の防災実務担当者を対象とした受入・研修プログラムを開設す

るとともに、これらの者の防災実務及び研究開発現場での協働の推進を通じ、人材の育成や資質の向上に取り組む。 

さらに、将来の防災科学技術を担う人材の裾野を広げるとともに、国民全体の防災リテラシー向上を図るため、教育機関や地方公共団体、NPO

法人等を対象として、防災教育のための講師派遣・研修等にも着実に取り組む。 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

指標 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

研究員・研修生・インタ

ーンシップ等の受入数 
560 人以上 120 人 219 人 339 人 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） － －      

従事人員数 － －      

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

防災科研は、我が国の防災科

学技術の発展を通じて国及び

国民の安全・安心の確保に貢献

するため、防災科研内外の研究

者等の養成・資質向上のみなら

ず、地方公共団体や地域の防災

リーダー等広く防災に携わる

○防災に携わる人材

の養成や資質の向

上に資する取組が

推進されているか。

 

《評価指標》 

・人材育成のための取

連携大学院制度による大学院生を 2名受入、研究員・研修生 9名、

JICA 研修生 204 名を受け入れた。また、インターンシップ制度の整

備により、4名を受入れた。 

大学、研究機関、産業及び行政の連携・交流の促進を図るととも

に、研究教育とその実用化の支援を目指し、防災科研や筑波大学等、

つくば市及び近郊地区の研究機関、企業の 11 機関が連携して取り組

むレジリエンス研究教育推進コンソーシアム（会長：防災科研林理

連携大学院制度、研究員・研修生

の受け入れを通じ、人材育成や資質

向上に取り組んだ。インターンシッ

プ制度による受入を通じ、職業適性

の見極めを支援し、高い就業意識を

育成するとともに、災害や防災に関

係する研究の理解増進に取り組ん
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人材の養成・資質向上等に取り

組む。 

具体的には、連携大学院制度

やインターンシップ制度を活

用した内外からの優秀な大学

生・大学院生の積極的な受け入

れ、クロスアポイントメント制

度・人事交流等を通じた研究者

間の協働の推進及び地方公共

団体や地域の防災実務担当者

を対象とした受入・研修プログ

ラムを開設するとともに、これ

らの者の防災実務及び研究開

発現場での協働の推進を通じ、

人材の育成や資質の向上に取

り組む。 

さらに、将来の防災科学技術

を担う人材の裾野を広げると

ともに、国民全体の防災リテラ

シー向上を図るため、教育機関

や地方公共団体、NPO 法人等を

対象として、防災教育のための

講師派遣・研修等にも着実に取

り組む。 

 

組の成果 

《モニタリング指標》

・研究員・研修生・イ

ンターンシップ等

の受入数 

事長、事務局：筑波大学）を立ち上げた。本コンソーシアムは「協

働大学院方式」によって、防災科研を含めた各参画機関が筑波大学

の学位プログラムに、より積極的に関わるものであり、12 月に発会

式、3 月に第 1 回総会を開催し、参加 11 機関の間で意見交換、情報

共有を進め、コンソーシアムの活動内容、特に学位プログラムの構

築、ブラッシュアップを図った。 

新たに首都圏レジリエンス研究センターにクロスアポイントメン

ト制度等を活用して大学から研究統括を受入れるなど、クロスアポ

イントメント制度を活用して 5人を受け入れた。 

教育機関、国、地方公共団体及び NPO 法人等を対象としての防災

教育のための講師派遣・研修等については、普及啓発に係る講師派

遣 423 件を行った。また、災害対応時の実務支援の派遣及び地方公

共団体からの要望を受けた講師派遣も行った。 

だ。 

また、レジリエンス研究教育推進

コンソーシアムについては、大学、

研究機関、産業及び行政の連携・交

流の促進を図るとともに、研究教育

とその実用化の支援を目指し、コン

ソーシアムの活動内容、特に「協働

大学院方式」による学位プログラム

の構築、ブラッシュアップを図っ

た。その結果、リスク・レジリエン

ス分野で国際的に活躍できる高度

専門職業人・研究者を育成するため

の新たな学位プログラム開設に向

けた準備が着実に進んだ。 

さらに教育機関等への防災教育

のための講師派遣等に取り組んだ。 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、「研究開発成果の 大化」に向

けて成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

小項目 Ⅰ－１－６．防災行政への貢献 

中長期計画 

防災科研は、災害対策基本法に基づく指定公共機関として、同法及び関係法令や自らが定めた防災業務計画に基づき、重大な災害が発生した

場合には、都道府県や市町村に協力することが求められている。 

そのため、防災科研全体として対応する観点から体制の整備を図る。重大な災害が発生した場合には、災害対応を総括する責任者を置き、当

該者を中心として複数部門の職員から構成される分野横断的な災害対応の組織を立ち上げる。また、災害情報システム等を活用しながら、発災

後の被害拡大防止及び復旧・復興に資する防災科学技術に基づいた情報提供を関係機関等へ迅速に行うとともに、職員を派遣して災害現場の支

援等を行う。 

さらに、災害時の被害拡大防止及び速やかな復旧・復興の実効性を高めるため、被災した都道府県や市町村の職員等を交えたフォローアップ

を行い、災害現場で必要とされている防災科学技術のニーズを明らかにして、必要に応じて研究開発に反映させるとともに、国、地方公共団体

との連携・協働を強化する。 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

指標 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

地方公共団体等の協定数

（件） 
98 件以上 43 件 74 件 117 件 

災害調査の実施・支援等

（件） 

 
128 件 25 件 153 件 

国や地方自治体等への情

報提供・協力等（件） 

 
1,581 件 1，117 件 2,698 件 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） － －      

従事人員数 － －      

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ｓ 
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防災科研は、災害対策基本法

に基づく指定公共機関として、

同法及び関係法令や自らが定

めた防災業務計画に基づき、重

大な災害が発生した場合には、

都道府県や市町村に協力する

ことが求められている。 

そのため、防災科研全体とし

て対応する観点から体制の整

備を図る。重大な災害が発生し

た場合には、災害対応を総括す

る責任者を置き、当該者を中心

として複数部門の職員から構

成される分野横断的な災害対

応の組織を立ち上げる。また、

災害情報システム等を活用し

ながら、発災後の被害拡大防止

及び復旧・復興に資する防災科

学技術に基づいた情報提供を

関係機関等へ迅速に行うとと

もに、職員を派遣して災害現場

の支援等を行う。 

さらに、災害時の被害拡大防

止及び速やかな復旧・復興の実

効性を高めるため、被災した都

道府県や市町村の職員等を交

えたフォローアップを行い、災

害現場で必要とされている防

災科学技術のニーズを明らか

にして、必要に応じて研究開発

に反映させるとともに、国、地

方公共団体との連携・協働を強

○国、地方公共団体等

への防災に貢献す

る取組は適切に行

われているか。 

 

《評価指標》 

・国や地方公共団体等

との協力や支援等

の取組の成果 

《モニタリング指標》

・災害調査の実施・支

援等の件数 

・国や地方自治体等へ

の情報提供・協力等

の件数 

平成 28 年度に発生した熊本震災等での対応経験を踏まえて、総合

防災情報センターに情報統合運用室を設置し、所内の災害体制を強

化した。また、平成 29 年度 4月に内閣府防災担当が設置した「国と

地方・民間の『災害情報ハブ』推進チーム」に参画依頼があり、国

や地方公共団体をはじめ、民間企業・団体等が有する災害対応に資

する情報について、活用方法や共有するためのルール等を検討する

議論に積極関与した。その中で、平成 29 年 7 月九州北部豪雨におけ

る防災科研の対応として、災害発生前は平成 29 年台風第 3号と類似

した経路を取った過去に災害をもたらした台風の情報をウェブサイ

トに公開した。災害時は、分野横断的な災害対策チームを設置する

とともに、災害関連情報を集約した防災科研クライシスレスポンス

サイト（NIED-CRS）を公開した。さらに、災害直後に被災地へ職員

を順次派遣（累計 27 名）し、府省庁連携防災情報システム（SIP4D）

を用いて県の災害対策本部や実動機関（消防、警察、自衛隊、海上

保安庁）のニーズに応じた情報共有支援を行ったことが高く評価さ

れた。その結果、「災害情報ハブ」推進チームの成果の一つとして「現

場で情報収集・整理を支援する官民チーム」が形成されることとな

った。そのメンバーとして防災科研は参画するとともに、SIP4D が情

報収集・整理に活用される方向として検討することとなるなど、「災

害情報ハブ」の推進に大きく寄与した。 

上記の九州北部豪雨を始め、10 月及び 3月に発生した霧島山新燃

岳噴火、１月に発生した草津白根山噴火など多くの自然災害が発生

したことに伴い、全部で 25 件の災害調査を実施した。それら調査結

果を関係機関への資料提出や一般への Web 公開を行ったほか、現地

対策本部等へ提供した。 

また、平成 29 年 3 月に発生した栃木県那須町で発生した雪崩災害

について、科学研究費助成事業（特別研究促進費）に研究代表者な

らびに多くの研究分担者がメンバーとなり、平成 29年度には、この

雪崩の発生のメカニズムや流下経路などを明らかにするとともに、

今後の雪崩への注意喚起などの対策を検討する目的として調査研究

を行い、本調査研究結果について現地で報告会を行った。また、今

後の事故防止のため、高校登山部の顧問や高校生を対象とした講習

平成 28 年度に発生した熊本地震

等での対応経験を踏まえて、災害時

体制を強化したことで、平成 29 年

度 7月に発生した九州北部豪雨に

おいて的確に対応し、被災地行政等

に貢献できたことは高く評価でき

る。また、その活動の重要性が内閣

府防災担当設置の「国と地方・民間

の『災害情報ハブ』推進チーム」で

認識され、「現場で情報収集・整理

を支援する官民チーム」が形成され

た。防災科研がそのメンバーとして

参画すること、防災科研が開発した

SIP4D の活用が検討されているこ

とは、国としての防災行政に具体的

かつ大きく貢献したこととなり、極

めて高く評価できる。 

また、九州北部豪雨を始め、10

月及び 3月に発生した霧島山新燃

岳噴火、１月に発生した草津白根山

噴火など、多くの自然災害が発生し

たことに伴い、全部で 25 件の災害

調査を実施した。それら調査結果を

関係機関への資料提出や一般への

Web 公開を行ったほか、現地対策本

部等へ提供したことは評価できる。 

 

平成 29 年 3月に発生した栃木県

那須町で発生した雪崩災害につい

て、科学研究費助成事業（特別研究

促進費）に研究代表者ならびに多く

の研究分担者がメンバーとなり、平
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化する。 

地方自治体や企業と協定を

締結し、地震や津波の早期検知

やモニタリング技術、即時予測

技術を実装し、広く防災減災に

貢献する。和歌山県、三重県、

千葉県、尾鷲市、電力会社、鉄

道会社と海底地震津波観測網

データの利活用に関する協定

を結び、各地域や各事業の防災

減災へ連携して取り組む。 

会を行うなど、事故の再発防止に貢献した。 

国等の委員会への情報提供については、地震調査研究推進本部、

地震防災対策強化地域判定会、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡

会等に数多くの提供を行った。 

地方公共団体等については、震動実験映像、eコミュニティ・プラ

ットフォーム、ＭＰレーダ情報等々の情報提供を行った。 

三重県、和歌山県、徳島県、熊本県、千葉県流山市、神奈川県藤

沢市、三重県尾鷲市、電力会社とデータ利活用に関する協定を結び、

各地域や各事業の防災減災へ連携して取り組んだ。 

成 29 年度では、この雪崩の発生の

メカニズムや流下経路などを明ら

かにするとともに、今後の雪崩への

注意喚起などの対策を検討する目

的として調査研究を行い、本調査研

究結果について現地で報告会を行

った。また、今後の事故防止のため、

高校登山部の顧問や高校生を対象

とした講習会を行うなど、事故の再

発防止に貢献したことは高く評価

できる。 

 全国で発生した様々な地震活

動・火山活動の状況やハザードに関

して、総数 242 件もの資料を、地震

調査研究推進本部、地震予知連絡

会、火山噴火予知連絡会等へ積極的

に提供する等、国等の委員会におけ

る地震・火山活動の検討に大きく貢

献できた。 

また、多くの地方公共団体等に対

しては、eコミュニティ・プラット

フォームを活用した防災対策支援、

Ｅ―ディフェンスの実験映像を用

いた防災啓発のほか、国土交通省へ

の技術移転がなされたＭＰレーダ

システムによる豪雨情報の提供や

都市型水害予測の社会実験などを

行った。 

 地方公共団体や民間企業と協定

を締結するなど、研究成果の普及と

活用の促進がなされていることは

高く評価できる。 
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以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率的な業務

運営の下で「研究開発成果の 大

化」に向けて特に顕著な成果の創出

や将来的な特別な成果の創出の期

待等が認められる。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

項目 Ⅰ－２－１．災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開発の推進 

中長期計画 

①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震では、津波警報による津波予測高が過小評価であったために迅速な避難に繋げられず、また被害の把握が

遅れた。また、緊急地震速報についても頻発した余震に対する誤報等の課題が見出された。今後発生が懸念される首都直下地震をはじめとす

る内陸部を震源とする地震、南海トラフや日本海溝等における海溝型巨大地震及びその余震による被害の軽減に向けては、上記課題の解決が

重要となる。このため、以下の研究開発に取り組む。 

防災科研が安定的に運用する世界 大規模の稠密かつ高精度な陸域及び S-net や DONET 等の海域の基盤的地震・津波観測網により新たに得

られる海陸統合のデータに加えて、海外を含む様々な機関のデータや必要に応じてそれらを補完する機動的な調査観測のデータを 大限活用

した研究開発を実施することにより、地震及び津波に係る防災・減災に貢献する。 

具体的には、シミュレーション等の技術を活用し、迅速かつ確実な地震動や津波の即時予測技術や直後の被害予測技術の開発を行うととも

に、高信頼・効率的な地震・津波観測を行うための観測機材や観測技術を開発する。また、従来の地震カタログに具わる多様な情報の活用等

により地震発生の長期評価の発展につながる地震発生モデルを構築するとともに、室内実験、大規模シミュレーション等を活用して、被害を

もたらす大地震に関する研究も行う。 

地震・津波防災研究の中核的機関として国内外の機関とも連携し、日本における地震観測データを集約・公開・解析し、得られた地震津波

防災情報やシミュレーション結果を国民に対して分かりやすく情報発信を行うとともに、政府関係委員会等への資料提供、地方公共団体やイ

ンフラストラクチャー事業者等との協働に取り組むことにより、国民の安全・安心と社会の安定的発展に貢献する。 

なお、S-net の観測データを活用した津波の遡上の即時予測を実現する研究開発と分かりやすい情報提供を目指した実証実験は、社会実装

に向けた取組の一環として、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」において府省・分野横断的に行う。 

 

②火山災害の観測予測研究 

平成 26 年の御嶽山の噴火災害は、水蒸気噴火予測の困難さや事前に適切な情報提供ができなかったことなどにより戦後 悪の火山災害と

なった。本噴火災害により、火山防災対策推進の仕組み、火山監視・観測体制、火山防災情報の伝達、適切な避難方策、火山防災教育や知識

の普及、火山研究体制の強化と火山専門家の育成など、火山防災対策に関する様々な課題が明らかになった。火山災害による被害の軽減を図

るため、上記課題の解決を目指し以下の研究開発に取り組む。 

基盤的火山観測網、火山ガス・地殻変動・温度の把握を目的としたリモートセンシング技術等による多項目の火山観測データを活用し、多

様な火山現象のメカニズムの解明や火山災害過程を把握するための研究開発を進める。 

また、事象系統樹は、地域住民、地方公共団体や政府が、噴火災害の恐れのある噴火活動に対して、その火山活動や噴火現象の推移の全体

像を把握し、適切な判断をする基本となるもので、社会的に重要である。この事象系統樹による推移予測技術の開発、実験的・数値的手法に
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よる多様な火山現象を再現する物理モデルの構築などにより、火山活動及び火山災害の推移を予測する技術開発を実施する。さらに、水蒸気

噴火の先行現象の研究等に資するため、火口付近を含む火山体周辺において火山観測網を補完する機動的な調査観測を行うほか、噴火様式の

変化を早期に捉えるため、遠隔で火山ガスや火山灰等の分析を行うモニタリング技術を開発する。 

災害リスク情報に関する研究と連携し、火山活動と火山災害に関する空間的・時間的情報を一元化し、火山防災に関わる住民・国・地方公

共団体・研究機関が迅速に共有・利活用できるシステムを開発する。また、火山専門家の知見を社会に効果的に伝える手法の開発等、火山災

害による被害の軽減につなげるためのリスクコミュニケーションの在り方に関する研究を実施する。国内の火山研究の活性化と成果の社会実

装を推進するため、大学・研究機関・火山防災協議会等との連携を強化し、研究実施体制の強化・充実を図る。 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

指標 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

論文数（編）  46 編 50 編 96 編 

学会等での口頭発表数

（件） 

 
249 件 245 件 494 件 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） 371,395 216,255  

従事人員数（人） 26.9 人 20.4 人  

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 

（平成 29 年度の該当部分） 
評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ａ 

①地震・津波予測技術の戦略的

高度化研究 

・地震動データ同化手法の技術

開発として、強震動リアルタ

イム補間システムの高速化

を行い、国内外データ利用巨

大地震 CMT 解析システムの

構築を行う。また、複雑な地

震動の即時予測を可能にす

るための技術開発として、長

【共通的事項】 

○研究開発成果を

大化するための研

究開発マネジメン

トは適切に図られ

ているか。 

 

《評価指標》 

・理事長のリーダーシ

ップが発揮される

・即時地震動予測技術及び地震被害推定技術の開発 

迅速かつ確実な地震動の即時予測、余震活動予測を行うシステ

ムの開発を行うため、強震動リアルタイム補間システムの構築、

巨大地震 CMT 解析システムの構築、強震モニタ API のプロトタイ

プを構築するとともに、平成 29 年 11 月から長周期地震動予測シ

ステムの実証試験を気象庁と共同で実施した。また、平成 30 年 3

月から気象庁が行う緊急地震速報の処理に「強震モニタ」等で実

証試験が行われているリアルタイム震度計算手法の使用が開始さ

れた。さらに、動的巨大変位観測装置の試作と試験運用、海域の

強震観測データを即時予測に利用するために必要なデータ処理手

地震動の即時予測、余震活動予測

を行うシステム開発のためのプロ

トタイプ構築と実証試験が着実に

進み、長周期地震動予測システムは

気象庁と連携して社会実験の実施

へと着実に進捗させた。海陸観測網

による地震・水圧データを活用した

津波即時予測技術や津波の成長・収

束の予測技術の構築及び遠地津波

の予測技術の構築のための要素技
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周期地震動モニタ・予測シス

テムの運用を行い、情報の利

活用の実証試験を行う。地震

直後に行う即時地震動推定

技術の開発として、余震解析

システムおよび強震データ

を用いた震源決定システム

のフィージビリティ・スタデ

ィを行う。より効率的な観測

技術の開発として、長周期地

震動観測装置の改良および

データ伝送実験を行う。予測

情報の伝達技術開発として、

強震モニタ・強震モニタ API

の運用を行い、強震モニタシ

ステムの高速化に着手する。 

・沖合水圧データや海陸観測網

による地震データを活用し、

データベース方式の津波即

時予測手法の拡充に加え、初

期津波波源の即時推定に基

づく津波予測手法の開発を

行うことにより津波即時予

測技術要素技術の高度化を

行う。津波の成長・収束の予

測に向けて、水圧データ同化

や処理手法の高度化を進め

るとともに、蓄積の開始した

沖合水圧観測データや沿岸

潮位観測データに基づく特

徴抽出や検証を行う。また遠

地津波の予測に向けて、これ

マネジメント体制

の構築・運用状況 

 

【個別事項】 

○安全・安心な社会の

実現に向けて、国の

施策や計画等にお

いて国が取り組む

べき課題の解決に

つながる研究開発

が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・地震・津波の観測・

予測研究開発の成

果 

・成果の社会実装に向

けた取組の進捗 

《モニタリング指標》

・論文数・口頭発表件

数等 

法の検討、即時余震予測に用いるアルゴリズムの調査、強震動即

時予測を高度化するための新たな観測機器の検討を進めた。また、

K-NET 相模湾ケーブルと DONET1 の強震データについて、周波数帯

毎の地震動の増幅特性や強震時の非線形な地盤応答に関する研究 

や小笠原諸島周辺で発生する深発地震による異常震域に対応した 

地震動予測式の構築に関する研究の成果等を論文誌上等で発表し 

た。  

・海底観測網データを用いた津波予測技術の開発 

陸域への遡上も考慮した津波即時予測のための要素技術開発を 

実施し、津波シミュレーションデータベースの拡充、沖合水圧デ 

ータと沿岸津波波高の増幅関係の検証、断層メカニズム解情報も 

活用した海底水圧データを用いた津波波源即時推定手法の開発及 

びその沿岸津波波形予測に関する検証を行った。そして津波即時 

予測システムプロトタイプの構築に着手し、海底水圧データを用 

いた津波波源自動解析システムを構築した。津波の成長・収束予 

測のための要素技術開発を実施し、沖合水圧観測データと津波シ 

ミュレーション結果を統合して空間的に均質な水圧変動場を推定 

する津波データ同化手法を模擬津波データで検証すると共に、リ 

アルタイム実観測データに適用する機能を追加し、実データでの 

検証を行った。遠地津波予測のための要素技術開発を進め、迅速 

に入手可能な様々の震源メカニズム解に基づき自動的に津波伝播 

シミュレーションを実施し、S-net や DONET への影響を評価するシ

ステムの構築を行った。またステークホルダーと津波予測手法や 

データ活用に関する連携を進めるとともに津波防災研究に関する 

共通基盤データベースの整備を行った。 

・地震発生の長期評価の高度化技術の開発 

地殻活動総合モニタリングシステムについては、海域及び陸域

観測網のデータを用いた震源決定処理技術の開発を進め、小繰返

し地震を用いたプレート境界滑り履歴モニタリング技術の開発に

着手した。また、西南日本を対象としたスロー地震検出手法の高

度化及び自動化を進めたほか、東北地方太平洋沖では S-net のデ

ータを用いたスロー地震検出方法の開発に着手した。高機能な震

術開発も進展し、社会実装に向けて

ステークホルダーとの協議も進ん

でいる。また、海陸域観測網のデー

タを統合的に解析するための技術

開発により各種のプロトタイプシ

ステムの構築も着実に進展してい

る。各サブテーマの成果は、国の各

種委員会への資料提供のほか、論文

発表やインターネットを通じた発

信がなされるとともに、気象庁等へ

の実装も進められ、それぞれ顕著に

成果をあげており今年度の研究成

果として評価できる。 
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までに試作した津波伝播自

動シミュレーションシステ

ムの高度化を行う。ステーク

ホルダーとの海底水圧計デ

ータの利活用等に関する協

議を進めるとともに連携や

普及啓発の展開を図る。 

・海陸地震観測網の観測データ

を統合的に解析するための

技術開発を継続する。想定地

震周辺地域を対象とした日

本列島地震情報基盤データ

ベース（多機能地震カタロ

グ、高精度地下構造モデル）

及び地殻活動総合モニタリ

ングシステムのプロトタイ

プを構築する。地殻活動総合

モニタリングシステムをも

とに、シミュレーションや統

計解析等に基づく「異常」現

象検知方法の開発に着手す

る。 

・断層破壊現象解明のため、室

内実験データに基づいた摩

擦測の理解を進める。さら

に、大地震発生シナリオ作成

に向け、地震断層・固液複合

シミュレーション手法の高

度化を推進する。 

 

源カタログ整備としては、構築を進めているカタログについて、

地震発生層下限を評価するための議論に活用した。また、南海ト

ラフ巨大地震の想定震源域で発生した地震について、陸海の観測

データの精査ならびに数値実験を駆使することにより求まった発

震機構解の品質評価を実施し、プレート境界周辺の三次元構造把

握の重要性を示した。高精度な震源決定をするために重要な情報

となる地殻とマントルの境界面の形状を日本全国で求めることに

成功した。さらに、計算機上において、三次元的なプレート形状

を考慮したスロー地震再現シミュレーションを実施し、観測され

る短期的スロースリップイベント（SSE）発生状況を再現するため

には、地球潮汐を考慮する必要があることを示した。得られたデ

ータベースは、随時、インターネットを介して一般に公開した。

 

 

 

・巨大地震発生メカニズム研究 

数値シミュレーションによる巨大地震の発生シナリオを構築す

るためには、地震発生場と断層摩擦則の理解が重要である。地震

発生場推定のため、日本列島およびその周辺で観測されている地

殻変動データを用いて、フィリピン海プレートのすべり遅れ速度

分布を推定した。このすべり遅れ速度分布から、プレート境界に

蓄積されている応力分布を直接推定することができる。さらに、

この応力蓄積分布を用いて、南海トラフ地震の発生シナリオ構築

のため、巨大地震の動的破壊伝播シミュレーションを行い、南海

トラフ地震の発生シナリオ構築を開始した。また、より現実的な

地震発生の摩擦法則を調べるため、4m長の岩石試料を用いた摩擦

試験機を用いた実験を行い、スロースリップの発生と、その後の

高速な破壊伝播に移行する過程のデータを取得し、断層摩擦法則

構築のための基礎データを得ることができた。ここで得られた新

しい摩擦側とこれまで蓄積してきた数値シミュレーションの知見

との融合が評価され日本地震学会若手奨励賞への受賞に繋がっ

た。さらに、海域の大地震の動的破壊伝播計算結果を用いた地震

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初計画より前倒しでプレート

の沈み込み速度遅れ分布が求めら

れたため、それを元に南海トラフ地

震シナリオ作成の入力となる応力

分布推定をおこなった。さらに、そ

の応力分布を用いて南海トラフ地

震の発生シナリオ作成を開始した。

また、摩擦則解明のための新しい大

型摩擦試験機実験により、摩擦法則

を拘束するデータが取得され、その

成果の一部が日本地震学会若手奨

励賞の受賞へ繋がった。さらに、海

外観測網データ解析により構築し

た巨大地震データベースにより、巨

大地震の性質の抽出を行なった。以

上により、巨大地震発生シナリオ構

築のための研究が顕著に進展して
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動津波伝播計算が可能となるように、海底水圧記録の理論合成法

を新たに開発した。また、海外広帯域観測網データを用いて運用

している SWIFT システムによって得られたメカニズム解をコンパ

イルし、マグニチュード７以上の大地震について破壊継続時間と

地震モーメントの関係を得て、津波伝播予測システムの即時解の

精度向上への貢献を行った。これらの成果を広く発展させるため、

Tectonophysics 誌に特集号を企画編集した。 

いると評価できる。これらの成果

は、海外学術誌特集号により広く広

報されている。 

②火山災害の観測予測研究 

・多項目の火山観測データを活

用した多様な火山現象のメ

カニズムの解明や火山災害

過程の把握を目指し、阿蘇山

等を対象に、基盤的火山観測

網等の観測データを利用し

た火山性微動のリアルタイ

ムモニタリング技術等の開

発を進める。 

・地上設置型レーダ干渉計自動

処理システムの高度化を進

める。また、航空機搭載型光

学センサ（ARTS-SE）のカメ

ラセンサデータの処理手法

の開発等を実施する。 

・可搬型レーダ干渉計の開発を

進める。衛星 SAR による地殻

変動データベース構築に向

けた標準的解析手法の検討

を進める。また、小型温度ガ

ス可視化カメラの開発を進

める。 

・火山噴出物の移動・堆積状況

モニタリングの技術開発を

 ・多項目観測データによる火山現象・災害過程の把握のための研究 

阿蘇山を対象とした研究では、前年（H28 年）度に整備した 19

臨時観測点について遠地地震を用いた各観測点の振幅のサイト増

幅率の評価を行い、震源決定精度の向上の指針を取得した。また、

阿蘇山で継続的に発生している火山性微動等を自動検知・評価す

る技術を処理システムに実装し、熱水・マグマ系の活動評価の精

度向上を図った。 

桜島・霧島・口永良部島などの V-net 空振データの波形解析に

より、噴煙体積の変化率と積算体積の時間変化を推定する手法を

開発した。 

高精度降灰観測の実現のため、火山灰可搬型分析装置を開発す

るとともに、ディープラーニングを用いた自動火山灰分類手法を

開発した。 

霧島山新燃岳噴火(2017/10, 2018/3)と草津白根山噴火

(2018/1)においては、多項目観測データによる火山現象の把握し

た結果を、クライシスレスポンスサイトや火山噴火予知連絡会に

報告した。 

・火山リモートセンシング技術の開発研究 

平成 28 年熊本地震の長期的影響評価として、1年間の地殻変動

変化量を SAR(Synthetic Aperture Rader)干渉法により解析を行

い、理論モデルを構築した。また、これに対応した余効変動表か

のシミュレーションを検討した。 

異なる２種類の地上設置型レーダー干渉計を浅間山の山麓に設

置し、常時モニタリングへの利用に向けた研究開発を進めた。 

地上用小型可視カメラ部を開発するとともに、ARTS-SE の赤外カ

霧島山新燃岳噴火(2017/10, 

2018/3)と草津白根山噴火(2018/1)

において、着実に情報発信を行っ

た。地上設置型レーダー干渉計観測

システムや ARTS-SE などの技術開

発を着実に進めた。また、次世代火

山研究推進事業との有効な連携に

より、観測・予測・対策を一体的に

学術・実用の両面から発展させる取

組は評価できる。これらにより着実

に研究が進捗していると評価でき

る。 
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進め、事象系統樹の高度化を

図る。また、地震・火山噴火

連動性評価を主に阿蘇山を

対象として実施し、観測量と

数値シミュレーションの同

化手法の開発を進める。 

・事象分岐判断基準を数値シミ

ュレーションにより構築す

る技術開発を実施する。ま

た、実験的アプローチによ

り、数値シミュレーションの

高度化のために、マグマ物性

に依存する噴火のモデル化

を図る。 

・火山災害対策・対応における

現状の課題やニーズの把握

のための調査を実施し、それ

を踏まえた、避難・救助支

援・リスク評価などのための

ツール開発を行う。 

・火山活動と火山災害に関する

空間的・時間的情報を一元化

し、火山防災に関わる住民・

国・地方公共団体・研究機関

が迅速に共有・利活用できる

システムの開発を目指し、観

測データの流通を進め、利活

用システムの高度化を図る。 

 

メラセンサデータを SfM (Structure from Motion)処理し地図

（UTM）に重畳可能なオルソ補正画像を作成（地形情報推定）した。

・噴火・災害ポテンシャル評価のためのモデリング研究 

機動観測桜島アレイおよび気象庁観測で取得した2017年 8月の

桜島のハーモニック微動の波形解析を実施し、この現象が昭和火

口直下で発生しており、チャキング現象によるものであることを

把握し、桜島の火山活動評価に寄与した。 

2014 年御嶽山噴火で噴出した火山灰を用いた火山泥流の粘性測

定を実施し、せん断速度の増加に伴い粘性が増加する領域と減少

する領域があることを把握した。これをもとに火山泥流計算への

適用を行い、被害予測の指針の検討を開始した。 

・火山災害軽減のためのリスクコミュニケーションに関する研究 

火山災害対策・対応における現状の課題やニーズの把握のた

めに、前年度宮崎県や長野県等に行ったヒアリング調査を整理・

分析するとともに那須岳火山防災協議会に参加して、那須岳火山

防災協議会における火山防災訓練実施に向けた訓練のあり方を議

論し、通行規制に関わる課題把握を行った。 

住民・観光客を対象とした周知啓発・教育活動については、那

須岳ロープウェイでの火山防災に関する展示の現状調査を行うと

ともにまた、平成 30 年１月の那須岳火山防災協議会 合同訓練に

おいて、火山災害の講演会や火山灰等の展示とヒアリングを通し

て、自治体関係者や地元住民、小学生から火山対策の課題把握を

行った。 

都市部のインフラを対象とした降灰リスク評価については、次

世代火山プロジェクトの成果などを活用し、道路や鉄道網への降

灰による影響度評価を行うための試作版プログラムを作成した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率的な業務

運営の下で「研究開発成果の 大

化」に向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が認め

られる。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

小項目 Ⅰ－２－２．社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推進 

中長期計画 

今後発生が懸念されている南海トラフ巨大地震や首都直下地震等、巨大地震災害に対する我が国におけるレジリエンス向上に貢献するため、

Ｅ－ディフェンス等研究基盤を活用して、地震被害の再現や構造物等の耐震性・対策技術を実証及び評価する実験を実施することにより、地震

減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に資する研究及びシミュレーション技術を活用した耐震性評価に関する研究を行う。 

地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に資する研究では、Ｅ－ディフェンスを活用した大規模・ 先端な震動実験により、実験データの

取得・蓄積・解析を実施する。具体的には、構造物等の耐震性評価、応答制御、機能維持システム等の課題や社会基盤を構成する構造物、地盤

等の地震時挙動解明に関する課題に重点的に取り組み、地震時の破壊や被害に至る過程の再現、対策技術の適用性・有効性等を実証する。 

シミュレーション技術を活用した耐震性評価に関する研究では、Ｅ－ディフェンスで実施した実験を再現するシミュレーション技術（数値震

動台）の性能向上や利便性向上等に関する研究開発等を行い、耐震性評価への活用を目指す。 

これらの研究は、関係機関との連携・協働体制の下で推進し、Ｅ－ディフェンスで実施した実験から得られるデータ・映像については、公開

することにより、我が国全体の地震減災に関する研究開発振興と防災意識啓発に貢献する。また、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」

等の一環として、Ｅ－ディフェンスを活用した実験研究を関係機関と共同で実施する。 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

指標 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

論文数（編）  24 編 25 編 49 編 

学会等での口頭発表数

（件） 

 
53 件 40 件 93 件 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） 1,033,855 1,140,413  

従事人員数（人） 9.0 人 8.4 人  

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 

（平成 29 年度の該当部分） 
評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ｂ 

・地震減災技術の高度化と社会

基盤の強靭化に資する研究

【共通的事項】 

○研究開発成果を

・地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に資する研究のうち次 

世代高耐震技術に関する課題では、次年度に実施を目指す中層 

中層RC建物実験について、産学官

共同による検討に基づいて試験体
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では、次世代高耐震技術に関

する震動実験に供する中層

RC 試験体の製作を行うとと

もに、機能維持システムに関

する課題、社会基盤構造物に

関する課題、次世代免震技術

に関する課題について取り

組む。また、Ｅ－ディフェン

ス等実験施設の活用による

構造物等の耐震性実証・評価

実験を継続的に実施するた

めの標準的手法構築に関す

る検討と、映像を含む実験デ

ータを防災・減災意識の啓

発、教育等に活用することも

意識した、情報プロダクツの

作成に取り組む。さらに、地

方自治体が施策に反映する

ための、ため池の耐震性能評

価実験と、内閣府の戦略的イ

ノベーション創造プログラ

ム(SIP)に係る耐震補強実証

実験を共同で実施する。ま

た、新木質材料を活用した混

構造建築物に関わる共同研

究に着手する。これらの推進

では、関係機関と連携した体

制を構築するとともに、実験

施設等の研究資源を有効に

活用する。 

・シミュレーション技術を活用

した耐震性評価に関する研

大化するための研

究開発マネジメン

トは適切に図られ

ているか。 

 

《評価指標》 

・理事長のリーダーシ

ップが発揮される

マネジメント体制

の構築・運用状況 

 

【個別事項】 

○安全・安心な社会の

実現に向けて、国の

施策や計画等にお

いて国が取り組む

べき課題の解決に

つながる研究開発

が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・社会基盤の強靱性の

向上を目指した研

究開発の成果 

・成果の社会実装に向

けた取組の進捗 

《モニタリング指標》

・論文数・口頭発表件

数等 

RC(Reinforced-Concrete)造建物の実験に向けて、産学官共同によ

る検討に基づき、平成27年度実施の10層RC造建物実験で明らかに 

なった柱梁接合部の破壊を抑制する設計の国内実用化・普及化を 

見据えた改良を実施し、建物試験体の製作を推進した。機能維持 

に関する課題では、空間の機能維持対策と被害評価に関する実験 

に向けて、関係官庁、メーカー等との意見交換に基づき大規模空 

間建物実験の方針を策定し、実験計画、試験体仕様等の検討を行 

った。社会基盤構造物に関する課題では、エネルギー施設の配管 

系の耐震評価手法の合理化・高度化を目的とした事例規格作成活 

動において事例規格案を完成させ、上部委員会の書面投票に進め 

た。また、地盤の液状化被害に関する研究開発として遠心載荷実 

験を実施すると共に、浸透実験の試験装置を作製した。次世代免 

震技術に関する課題では、振動低減技術として小型3次元浮揚免震

装置の実験等による性能検証を行い、重要機器等の絶対免震の実 

現に必要な知見を獲得した。実験施設の活用による耐震性実証・ 

評価実験を継続的に実施するための標準的手法構築に関する検討 

では、構造物地震応答の多点計測のための無線通信を応用した計 

測システムのプロトタイプを開発し、実験による検証により、そ 

の計測性能を確認した。このシステムをＥ－ディフェンス実験に 

限らず、一般構造物の被害把握・検知への活用を目指す。また、 

非線形構造物を搭載した振動台の高性能加速度制御手法の理論的 

構築に向けての検討を行った。実験データの防災・減災意識の啓 

発、教育等への活用については、Ｅ－ディフェンス実験から取得 

した室内被害の様相を、仮想現実(VR)の視聴体験と共に振動を体 

感できるシステムのプロトタイプを開発した。なお、開発に着手 

以降、防災訓練・イベント等におけるVR体験システムの体験者が 

1,000人を超えた。ため池の耐震性能の評価のため、堤体のＥ－デ

ィフェンス実験を兵庫県との共同研究の一環として実施し、遮水 

シートの敷設方法の違いによる耐震性能を検証した。 

内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の一環と

して土木研究所との共同研究において、液状化地盤上の道路橋基 

礎の耐震性能評価手法と耐震対策技術を実証するためのＥ－ディ 

製作を推進している。大規模空間建

物実験についても、関係機関と連携

して検討が進められている。3次元

浮揚免震装置、無線通信による多点

計測システム、高性能加速度制御手

法に関する研究において振動台実

験を活用した性能検証・評価が行わ

れ、新技術実現に資する成果が期待

される。エネルギー施設を対象とし

た学会との連携活動や防災意識啓

発等に活用するVR体験システムの

開発などにより、成果の社会普及に

繋がる実験データの利活用が進め

られている。このように、Ｅ－ディ

フェンス実験の確実な実施に向け

た検討と共に、新技術の開発、成果

の利活用・展開も積極的に行うこと

により、研究を効果的・効率的に推

進していることは評価できる。 

また、新構造や対策技術の耐震性

評価を目的とした3件の共同研究実

験は、国、地方公共団体の施策へ貢

献するものである。 

数値震動台の性能向上、非構造部材

解析技術の高度化、シミュレーショ

ン結果の活用が着実に行われ、Ｅ－

ディフェンス実験結果に基づく構

造物と室内空間の被害再現の高精

度化に資するものと評価する。ま

た、即時被害推定AIシステムの有用

性を示したことは、特筆すべき成果

である。更に、RC・鉄骨構造の簡易
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究では、数値震動台の性能向

上のため鋼材破断モデル等

の材料構成則高度化を実施

し、振動台実験結果等の解析

による検証を行うとともに、

室内耐震化のための解析技

術の開発を行う。シミュレー

ション活用のため、Ｅ－ディ

フェンス実験での仮想被害

データを生成し、VR 体験す

るための可視化技術を開発

する。利便性向上のため、建

築構造物を対象とする詳細

FEMのプリ処理モジュールの

試用版公開に向けた開発を

行う。 

フェンス実験を実施した。新木質材料を活用した混構造建築物に 

関する国土交通省国土技術政策総合研究所との共同研究の一環と 

して、木質系混構造の地震時損傷モニタリング手法の調査を行っ 

た。 

・シミュレーション技術を活用した耐震性評価に関する研究では、数

値震動台の性能向上に関して、鋼材・コンクリートの損傷モデル 

について、部材実験の再現解析2例を実施し、実験結果等の解析に

よる検証を行った。また、室内耐震化のための解析技術の開発に 

関して、大規模空間建物の天井被害についてＥ－ディフェンス実 

験の再現解析を実施し、耐震家具のモデル化に着手した。シミュ 

レーション活用に関して、シミュレーション結果から1部屋分のVR

映像を作成する技術を開発した。利便性向上に関して、RC・鉄骨 

構造の簡易構築モジュールの試用版の開発・公開を行った。また、

即時被害推定AI(Artificial Intelligence)システムのフィージビ

リティスタディにおいて90%以上の高い正解率を達成したことか 

ら、その有用性を示した。更に、成果発表会を開催し、研究者、 

実務者等約100人が参加した。 

 

構築モジュール試用版の公開や成

果発表会の開催など、成果の積極的

な実装・展開により社会の強靭性向

上に大きく貢献するものと期待す

る。 

 

 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、「研究開発成果の 大化」に向

けて成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅰ．研究開発の成果の 大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 Ⅰ－２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

小項目 Ⅰ－２－３．災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進 

中長期計画 

①気象災害の軽減に関する研究 

(a)マルチセンシングに基づく水災害予測技術に関する研究 

  豪雨・突風・降雹・落雷等激しい気象や都市の浸水を引き起こす積乱雲の予測精度は依然として低い。また防災情報を提供するタイミング

の難しさ等により、毎年のように被害を伴う土砂災害が発生している。さらに気候変動に伴う巨大台風の発生と、それに伴う高潮等の災害が

懸念されている。一方、防災現場においては、確率的な予測情報の活用方法が確立していないなど、情報が十分に利活用されていない。この

ような状況を改善するため、以下の研究開発に取り組む。 

雲レーダ、ドップラーライダー及びマイクロ波放射計等を活用した積乱雲等大気擾乱の早期検知技術の開発、Xバンド MP レーダを活用した

雹及び融解層の検知技術の高度化、並びに雷の早期検知可能性の検討を行う。また、データ同化手法等を活用した１時間先までのゲリラ豪雨

の予測技術及び市町村単位で竜巻警戒情報を作成する技術の開発、豪雨によって発生する浸水を確率的に予測するモデルの開発とその実証試

験、過去の土石流等の履歴解析に基づく土石流危険度評価手法の開発を行う。 

大型降雨実験施設を活用して、斜面崩壊の危険域を絞り込む手法の開発を行うとともに、斜面の変動を監視する手法の高度化とリアルタイ

ムで斜面崩壊危険度を評価するシステムの開発を進める。 

高潮による浸水被害の避難方策の検討に役立てることを目指して、台風時等における波、流れ、土粒子輸送等の観測と台風による潮位変動

や浸水情報等の予測システムの性能向上を図るとともに、将来起こり得る気象災害を把握するため、台風災害を含む気象データベースの高度

化や気候変動等に伴う海面水温の変動等が激しい気象の発生に及ぼす影響の解明を進める。 

なお豪雨、竜巻、浸水予測技術の開発と実証実験の一部は、社会実装に向けた取り組みの一環として、「戦略的イノベーション創造プログ

ラム（SIP）」において府省・分野横断的に行う。 

 

(b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予測の融合研究 

平成 26 年豪雪による甲信越地方での記録的大雪に伴う交通障害等、近年、豪雪地帯以外で発生する突発的な雪の災害に対する社会の脆弱

性が課題となっている。このため、豪雪地帯以外も対象とした、空間規模や時間スケール（数時間～数週間）の異なる様々な雪氷災害にも対

応可能な対策技術の研究開発に取り組む。また、地震、火山等の他の災害と複合して起こる雪氷災害や温暖化に伴い極端化する雪氷災害に関

する研究を行う。 

具体的には、雪氷災害危険度の現況把握技術と特定の範囲を数キロメッシュで予測する面的予測技術を開発し、それらを融合することで

様々な規模や時間スケールの雪氷災害にも幅広く活用可能なリアルタイムハザードマップ作成技術を確立する。雪氷災害危険度の現況把握技

術の開発においては、降雪監視レーダと地上降雪粒子観測ネットワークの観測とを組み合わせ、精度の高い降雪量及び降雪種の面的推定手法

を確立し、豪雪地帯以外の気象観測レーダによる正確な降雪量の推定を可能にする技術の開発につなげるほか、雪氷防災実験棟を用いた都市

圏の豪雪災害の想定等も含めた実験を行う。 
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今後増加が予想される極端気象に伴う雪氷災害について、その発生機構の解明、融雪地すべりや地震誘発雪崩などの雪氷現象と他の自然現

象との複合災害に関する発生機構の解明についても取り組む。これらの成果の社会還元として、地方公共団体や道路管理業者等のステークホ

ルダーへ予測情報を試験的に提供し、実際に利活用してもらうとともにフィードバックを得ることで社会実装試験を行う。 

 

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に関する研究 

(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研究 

都市への経済、インフラ、人口等の集積は、都市の災害リスクを増大させており、首都直下地震や南海トラフ地震への備えは、我が国の都

市のレジリエンスを高める上で喫緊の課題の一つである。しかし、国内の地理的条件や社会経済構造の違いにより、地域によって災害に対す

るリスク認識には違いがある。このため、都市が潜在的に有する災害リスクを共通のリスク指標で総合的に評価した上で、社会の各セクター

（国、地方公共団体、地域コミュニティ、民間企業等）が適切な災害対策を実施できる社会の実現に向け、地震や津波をはじめとした各種自

然災害のハザード・リスク評価に関する研究を行う。 

具体的には、地震及び津波ハザード評価手法の高度化のため、不確実さを考慮した低頻度な事象まで評価できる手法開発や、予測精度向上

のための震源及び波源モデル等の研究を行うことにより、地震調査研究推進本部が進めている全国地震動予測地図、及び全国を対象とした津

波ハザード評価の高度化に貢献する。復旧・復興に至る各セクターの適切な災害対応を支援するため、全国概観版や地域詳細版の地震及び津

波のリスク評価手法の研究開発を行うとともに、各セクターの課題解決を目指したリスクマネジメント手法の研究開発を行う。また、ハザー

ド・リスク評価の基盤情報として、詳細な地形モデル、構造物や人口等の社会基盤データベースの構築を行うとともに、海陸統合した地下構

造等の地盤情報や活断層情報の整備を行う。 

さらに、風水害や土砂災害等の各種自然災害のハザード・リスク評価の研究開発を他の研究課題と連携しマルチハザード・リスク評価手法

の研究開発を行うとともに、過去の経験から将来のリスクを予測することを目指した自然災害事例マップを高度化する。 

また、リアルタイム被害推定及び被害の状況把握技術開発を行うとともに、ハザード・リスク評価、発災時の被害推定や被害状況把握等の

シミュレーション技術の研究開発を総合的に行うことができるプラットフォームを構築する。 

研究成果の社会実装を目指し、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」等の取組や関係機関と連携したハザード・リスク評価の地

域展開、仙台防災枠組や国際 NPO 法人 GEM（Global Earthquake Model）等と連携による国際展開を行う。 

 

(b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策に関する研究 

東日本大震災や平成 27 年９月の関東・東北豪雨等では、社会を構成する各セクター（国、自治体、地域コミュニティ、民間企業等）間で

の情報共有が十分でなく、情報不足による対応の遅れ等、災害対応や復旧・復興において多くの課題を残した。また、地方公共団体における

人口減少等により、平時からの事前対策を行う社会的リソース自体が不足しており、社会におけるレジリエンスの低下が懸念されている。 

このような状況を改善するためには、現在のレジリエンスの状態を評価するとともに、各種災害情報を各セクター間で共有・利活用するこ

とで連携・協働し、予防力・対応力・回復力を総合的に強化する災害対策・技術を社会全体に浸透させることが必要である。 

そのために、各種災害に対する効果的な災害対応及び復旧復興のプロセスを解明し、事前対策の実施状況からその評価を実施可能な手法を

開発する。これにより、レジリエンスの状態に応じた防災上の課題発見や各種災害対策・技術の導入効果の検証を可能とする。 
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また、災害種別毎に開発されたリスクコミュニケーション手法やリスクマネジメント手法について、横断的・共通的観点から、予防力・対

応力・回復力を総合的に強化する手法として統合化・高度化するとともに、災害リスクガバナンス手法を確立する。 

さらに、社会実装を担う行政や企業等と連携して、各種手法を各セクターが実行するための標準作業手順（SOP: Standard Operating 

Procedure）と、各種災害情報の共有・利活用を実現するシステムの標準仕様を確立する。これにより、効果的な災害対策・技術を社会全体

に普及・浸透・定着させ、社会全体のレジリエンスの継続に繋げる。 

これらの社会実装の促進及び防災行政への貢献のため、仙台防災枠組みや学界（大学、研究機関、学協会等）、「戦略的イノベーション創造

プログラム（SIP）」等の取組と連携の下、所内外の研究開発成果を一元的にネットワーク化し、社会における各セクターが予防・対応・回復

それぞれの目的に活用できる「統合化防災科学技術情報プラットフォーム」を構築・運用する。 

 

２．主要な経年データ 

①主要な参考指標情報 

指標 数値目標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 合計 

論文数（編）  56 編 65 編 121 編 

学会等での口頭発表数

（件） 

 
407 件 394 件 803 件 

②主要なインプット情報 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

予算額（千円） 1,805,916 685,107  

従事人員数（人） 70.3 人 47.5 人  

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 

（平成 29 年度の該当部分） 
評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ａ 

①気象災害の軽減に関する研

究 

(a)マルチセンシングに基づく

水災害予測技術に関する研

究 

・雲レーダ、ドップラーライダ

ー、マイクロ波放射計等の観

測機器を運用し、積乱雲の早

期検知技術開発のための試

【共通的事項】 

○研究開発成果を

大化するための研

究開発マネジメン

トは適切に図られ

ているか。 

 

《評価指標》 

・理事長のリーダーシ

・豪雨・突風など激しい気象の予測技術を高度化する目的で、５台

の雲レーダ、３台のドップラーライダー、10 台のマイクロ波放射

計等、 先端の機器を用いた観測を首都圏において実施し、試験

データを取得した。雲レーダについてはノイズ除去の手法が確立

し、品質管理済みデータを自動作成できるようになった。この技

術により、これまでになかった新たな情報として、雲レーダのデ

ータをリアルタイム表示・配信することが可能になり、これから

積乱雲が発達しそうな場所を高い確度で知ることができるように

なった。 

雲レーダのノイズ除去手法の確

立を確立し、品質管理済みデータを

自動作成できるようになったこと

は高く評価できる。この技術によ

り、これまでになかった新たな情報

として、雲レーダのデータをリアル

タイム表示・配信することが可能に

なり、これから積乱雲が発達しそう

な場所を高い確度で知ることがで
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験データを取得するととも

に、データ品質管理の方法を

検討する。また X バンド MP

レーダを活用した雹及び融

解層の検知技術の高度化を

進めるとともに、雷の早期検

知可能性を検証するための

観測を開始する。さらにドッ

プラーライダー及びマイク

ロ波放射計等のデータ同化

技術の開発を行う。 

・豪雨によって発生する浸水を

確率的に予測するモデルの

開発を進める。また土石流危

険度評価手法の開発につい

ては、豪雨災害の土砂移動分

布図の作成を進めるととも

に、土石流危険度表示システ

ムの設計を行う。 

・大型降雨実験施設を活用し

て、斜面の変動を監視する手

法の高度化を進めるととも

に、リアルタイムで斜面崩壊

危険度を評価するシステム

の検討を行う。 

・高潮による浸水被害の避難方

策の検討に役立てるべく、台

風による潮位変動や浸水情

報等の予測システムの性能

向上を目指し、台風時等にお

ける波、流れ、土粒子輸送等

の観測を行うとともに、海洋

ップが発揮される

マネジメント体制

の構築・運用状況 

 

【個別事項】 

○安全・安心な社会の

実現に向けて、国の

施策や計画等にお

いて国が取り組む

べき課題の解決に

つながる研究開発

が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・気象災害の軽減に関

する研究開発の成

果 

・成果の社会実装に向

けた取組の進捗 

《モニタリング指標》

・論文数・口頭発表件

数等 

・XバンドＭＰレーダのより高度な活用方法の確立を目指し、南岸低

気圧や 2017 年夏の降雹事例の解析を通して、降雹及び融解層の検

知アルゴリズムの高度化を図った。また雷の早期検知技術を検証

するための 12 か所の観測サイトの整備を完了した。さらに３次元

変分法データ同化により 10 分間隔・1km 格子で気象解析データを

作成する手法を確立し、竜巻や局地的大雨への適用可能性を検討

した。この手法は、これまでに実用化されている 1時間間隔、5km

格子を大きく上回るものであった。 

・都市における急激な増水に伴う浸水被害を軽減するため、世田谷

区との協働によりリアルタイム浸水予測モデルの高度化を図っ

た。また土石流のリアルタイム危険度表示システムの基礎となる

概念として、土石流到達の有無と山地小流域の地形量や雨量との

関係を明らかにするとともに、土砂移動分布図の作成を進めた。

さらに独自に開発した斜面変動監視センサーの高度化を図るた

め、大型模型実験や現地斜面観測に基づき、降水に対する地下水

の応答や崩壊直前の変位速度特徴を明らかにし、南足柄市の防災

担当者に試験的に情報提供を行った。 

・台風による潮位変動や浸水情報等の予測システムの性能向上を目

指して、西表島において湾内の波、流れ等の観測を実施し、検証

のためのデータを取得した。また高潮による浸水シミュレーショ

ンの結果に基づく、バーチャルリアリティによる没入体験システ

ムを開発した。さらに海面水温が降水強度や分布に及ぼす影響を

調査した。 

・成果の社会実装を進めるため、地方公共団体への情報提供を通じ

た予測モデルの 適化、民間企業との予測モデルの共同開発等を

進めた。また連携大学院制度を活用した人材育成、高等学校等に

おける防災教育を行った。 

・気象災害時の対応として、台風災害データベースを活用した台風

上陸前の情報提供、GIS 形式のレーダ雨量の公開、災害直後のレー

ダデータの解析結果の公表、現地災害対策本部の支援等を行った。

また昨年に引き続き、平成 28 年熊本地震の被災地における斜面モ

ニタリングを行い、熊本県等へ情報を提供した。 

きるようになった。またデータ同化

技術により 10 分間隔・1km 格子で

気象解析データを作成する手法は、

これまでに実用化されている 1時

間間隔、5km 格子を大きく上回るも

のであり、ゲリラ豪雨や突風の短時

間予測に道を拓くものであり、今後

の更なる精度向上が期待される。 

 浸水予測技術および斜面崩壊予

測技術は、技術の実装を想定してい

る地方自治体（世田谷区・南足柄市

等）と協働しながら着実に研究を進

めた。またリアルタイム土石流危険

度評価の基礎となる、土石流到達の

有無と地形量・雨量との関係が構築

されたことは高く評価できる。 

 沿岸災害予測については、観測と

シミュレーションの両方を相互に

連携しながら進めるとともに、成果

の普及に向けた取り組みが行われ

ている。 

 平成 29 年度は、九州北部豪雨を

はじめ、台風第 5号、18 号、21 号、

22 号等に伴う気象災害が発生し

た。それぞれの事象について台風災

害データベース等を用いた発生前

の注意喚起、リアルタイムのレーダ

データの公開、発生後の解析結果の

速やかな公表に尽力した。 
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モデル、波浪モデルの精度検

証を行う。また、将来起こり

得る気象災害を把握するた

め、台風災害を含む気象デー

タベースの高度化を目指し、

データの表示方法等の検討

を行う。さらに気候変動等に

伴う海面水温の変動等が激

しい気象の発生に及ぼす影

響の解明を進める。 

(b)多様化する雪氷災害の危険

度把握と面的予測の融合研

究 

・面的な降積雪特性の現状把握

のため、レーダー高度と地上

間の降雪の変化を取り入れ

る手法について降雪粒子観

測線の詳細観測を用いた検

討を行い、降雪強度推定アル

ゴリズムの改良を進める。降

雪粒子の画像計測手法を改

良するとともに、降雪粒子・

新雪特性のパラメタリゼー

ションから雪氷災害危険度

把握に繋がる降積雪特性の

取得手法の開発を進める。簡

易降雪センサーからのデー

タを活用した面的な降雪特

性の取得手法を開発すると

ともに、まばらな観測点から

のセンシングデータの面的

評価方法の検討を行う。雪氷

 ・二重偏波レーダーによる降雪の観測と、新潟県内に線状に設置し 

た地上観測点における降雪の量及び種類の同時観測から、降雪種 

別のレーダー及び地上観測結果の関係の解析を進めた。これによ 

り、降雪強度推定アルゴリズムで必要とされるレーダー反射の強 

さを表す量と降雪強度の関係式を降雪種毎に求める事ができ、降 

雪量の面的把握の精度向上につながった。 

・雪氷災害危険度検知センサーの開発に取り組み、着雪の量のみな 

らず方位を計測可能なセンサーや、建物への負荷を安価に直接検

知し知らせる屋根雪荷重警報システムを開発し、雪氷災害危険度

を把握する技術開発を進めた。 

・道路融雪のために設置されている消雪パイプの降雪検知センサー 

に通信機能を付加することにより、降雪状況を面的に詳細に観測

するシステムの開発を新潟県長岡市において実施し、その有用性

の検証を行った。 

・南岸低気圧によりもたらされる崩れやすい降雪種についてＸ線 CT

を用いた微細構造解析を行うとともに、降雪種を考慮した雪崩発

生予測手法の開発を行い、この種類の雪崩危険度予測が可能とな

った。 

・北海道中標津町で試験運用した吹雪予測システムの手法を一般化 

し、適用範囲を周辺の 3町へ拡張し、視程の予測情報がこれまで

以上に広い範囲で道路の安全管理に役立てられるようになった。

・積雪、吹雪、雪崩の統合モデルの開発に着手するとともに、都市 

 降雪や積雪の現況を把握する技 

術開発としてレーダーをはじめマ 

ルチセンシングによる手法の開発 

が進展し、雪崩予測をはじめ雪氷災 

害予測についても研究開発が着実 

に進められている。これらの成果 

が、自治体等と連携し「雪おろシグ 

ナル」、吹雪予測、道路雪氷予測な 

どの実用化に向けて活用されてい 

ることは評価できる。 
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災害危険度を直接または間

接に検知するための技術（空

振計・地震計を用いた雪崩検

知技術、小型化・高精度化し

たデジタルスノーゾンデに

よる積雪弱層検知技術、着雪

状態の検知技術、吹きだまり

モニタリング技術など）の開

発を進める。都市域における

雪氷ハザード観測に向けた

取り組みに着手する。 

・これまでに開発した数値シミ

ュレーション技術と雪氷防

災実験棟を活用した実験に

基づき、雪氷現象の面的予測

モデルの高度化を進める。我

が国の雪氷災害メカニズム

において特に重要となる湿

雪について、雪粒子の粗大化

及び水の浸透などの現象をX

線 CT や MRI で直接測定し解

析することにより、3次元積

雪モデルの開発を進める。雪

崩については、発生・運動な

どの予測が困難な湿雪全層

雪崩に着目し、積雪状況や気

象状況に応じた、雪崩運動モ

デルパラメータの 適化等

を実施する。吹雪について、

対象とする地形状況に応じ

て高解像度化を実施し予測

システムに組み込むほか、リ

アルタイム観測データを活

域における着雪をはじめとする雪氷ハザードの観測・予測技術開

発を進めた。 

・収集した積雪深の観測値を基に積雪変質モデルを用いて積雪重量 

の分布を算出し、地図上に表示するシステム「雪おろシグナル」

を新潟大学及び京都大学と共同で開発し、新潟県を対象として実

用化を行った。これにより住民らが屋根にかかる雪の重量を知り、

適切な雪下ろし時期の判断ができるようになった。 

・路面凍結等の道路雪氷予測情報を民間気象会社と共同で自治体に 

試験的に配信し社会実装に向けた取り組みを行ったほか、新潟及

び山形地域において自治体等と連携した雪氷災害予測システムの

試験運用を継続し、システムの改良やニーズの把握などにより実

用化に向けた取り組みを進めた。 
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用した現況予測の精度向上

を図る。着雪に関しては、モ

デルやハザードマップ表示

手法の改良および都市域を

対象とした試験運用を継続

してモデルの改良を進める

ほか、降雪モデルとの融合に

ついても着手する。さらに、

積雪、吹雪、雪崩の統合モデ

ルの開発を行い、山形県肘折

地区の観測点を対象として

実測値と比較検討する。 

・雪氷災害発生予測システムの

試験運用の継続を通じて、ス

テークホルダーのニーズの

把握を進めるとともに、それ

に応えられる対応を検討す

る。具体的には、民間気象会

社等との道路の雪氷予測に

関する共同研究を通じて社

会実装に向けた準備を進め

るとともに、JAXA との空港

滑走路の雪氷状態予測に関

する共同研究を進めること

で新しいステークホルダー

のニーズに答える研究を進

める。また、吹雪に関する自

治体との共同研究において、

予測範囲を拡大して予測情

報の提供を行う。さらに、降

積雪・雪氷災害の予測情報の

全国展開を念頭におき、GIS

プラットフォームを活用し
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た表示システムの開発にも

着手する。 

 

②自然災害ハザード・リスク評

価と情報の利活用に関する

研究 

(a)自然災害ハザード・リスク

評価に関する研究 

・全国を対象とした地震ハザー

ド評価手法の高度化のため、

低頻度まで適切に評価でき

る地震活動等のモデル化手

法の開発、海溝型巨大地震及

び内陸活断層地震における

震源断層近傍を対象とした

強震動予測手法高度化の研

究開発を実施する。ハザード

評価のための基盤情報とし

て、海陸統合した地下構造等

の地盤情報の整備を進める

とともに、国の活断層基本図

（仮称）の作成に資するた

め、活断層の詳細位置に関す

る調査検討を実施する。ま

た、全国を対象とした地震ハ

ザード評価を踏まえた建物

被害や人的被害等の地震リ

スク評価を実施し、リスクマ

ネジメントに資する研究に

着手する。リスク評価に必要

な基盤情報の整備やリスク

評価手法の高度化を実施す

るとともに、地震リスク情報

【個別事項】 

○安全・安心な社会の

実現に向けて、国の

施策や計画等にお

いて国が取り組む

べき課題の解決に

つながる研究開発

が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・自然災害ハザード・

リスク評価と情報

の利活用に関する

研究開発の成果 

・成果の社会実装に向

けた取組の進捗 

《モニタリング指標》

・論文数・口頭発表件

数等 

・地震ハザード評価については、2017 年 12 月に地震調査研究推進本

部より公表された千島海溝沿いの地震活動の長期評価および四国

地域の活断層の長期評価を踏まえ、発生頻度が低い千島海溝沿い

の超巨大地震や中央構造線断層帯全体が活動する地震も考慮した

地震活動モデルによる 2018 年起点の地震動予測地図を作成した。

これらの検討結果は、「全国地震動予測地図 2018 年版」として公

表される予定である。なお、本地図の作成に貢献するとともに、

政府の地震調査研究推進本部の委員等として提言を行うなど、地

震調査研究の推進に果たした功績が認められ、平成 29 年防災功労

者内閣総理大臣表彰の受賞に繋がった。 

・マグニチュード 9クラスの海溝型巨大地震を対象とした震源のモ

デル化手法を提案し、2011 年東北地方太平洋沖地震に適用した強

震動計算によりその妥当性を確認した。また、内陸活断層地震に

おける震源断層近傍を対象とした強震動予測手法高度化に向け

て、従来の「地震発生層」よりも浅い震源の詳細なモデル化手法

の検討に着手した。 

・外部資金での取組と連携し、伊勢湾内を含む東海地域を対象とし

た浅部・深部統合地盤モデルの作成に着手した。国の活断層基本

図（仮称）の作成に資するため、中部地方の一部と北海道に関し

て、主要活断層帯以外で M6.8 以上の地震を発生させる可能性のあ

る活断層を抽出した。また、これまでの成果に基づいた四国地域

の活断層の長期評価が公表された。 

・全国を対象とした地震ハザード評価を踏まえた建物被害や人的被

害等の地震リスク評価では、地震調査研究推進本部による地震活

動モデル及び地震ハザード情報に基づき全国を対象とした建物リ

スク評価、人的リスク評価を研究資料として公表した。 

・既存のリスク指標について確率論的な評価との親和性の観点から

比較・検討を行い、リスクマネジメントに資する共通リスク指標

の開発に着手した。 

・以上、全国を概観する地震ハザード評価に基づく多様なリスク評

地震ハザード評価において、地震

活動モデルを改良した 2018 年起点

の地震動予測地図を作成し、これら

の検討結果は、「全国地震動予測地

図 2018 年版」として地震調査研究

推進本部より公表される予定とな

った。津波ハザード評価において、

日本海溝、相模トラフ、南海トラフ

に続き、千島海溝沿いを対象とした

津波レシピに基づく断層モデルの

構築とハザード評価の試算に着手

した。なお、本件を踏まえた功績が

認められ、平成 29 年防災功労者内

閣総理大臣表彰の受賞に繋がった。 

このように、地震・津波に関する

ハザード評価に関する研究は、順調

に進んだ。更にそれらの情報に基づ

くリスク評価を実施し、地震リスク

ついては一部研究資料として公表

に至った。また、「津波ハザード・

リスク情報の高度利用に関する委

員会」を立ち上げ、津波ハザード・

リスクステーション（仮）に求める

具体的な仕様や要望等を中間的な

報告としてとりまとめた。 

リアルタイム被害推定及び被害

状況把握に関する研究は、外部資金

（SIP）による研究等と連携し、機

械学習を用いて自動的に建物被害

判別を行うシステムを試作等顕著
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の表現方法の検討を行う。こ

れらの検討を踏まえた地震

のハザード・リスク情報ステ

ーションの開発を進めると

ともに、情報公開について検

討する。 

・全国を対象とした津波ハザー

ド評価、手法高度化、モデル

の整備、利活用の検討を実施

する。全国を対象とした津波

ハザード情報に基づく津波

リスク評価手法の開発に着

手する。これらを踏まえた津

波のハザード・リスク情報ス

テーションの開発を進めつ

つ、ハザード情報の提供につ

いて検討する。 

・各種自然災害に対するハザー

ド・リスク評価の研究開発の

連携によるマルチハザー

ド・リスク評価手法の研究開

発、および過去の経験から将

来のリスクを予測すること

を目指した自然災害事例マ

ップの高度化を行う。マルチ

ハザード・リスク評価手法の

開発に向け、気候変動アンサ

ンブル実験結果と統計手法

を用いた確率的な風水害リ

スク評価手法の開発、及び地

すべり地形分布図を用いた

リスク評価を可能とする技

術的検討を踏まえた次世代

価情報を公開するシステムを地震ハザードステーション(J-SHIS)

の機能を拡張することで実現し、公開への準備を整えた。 

・全国を概観した津波ハザード評価では、千島海溝から沈み込む太

平洋プレートモデルの構築を行い、千島海溝南部沿いの Mw7.0〜

Mw8.4 までの地震規模の波源断層モデルを、概ね正方形状の震源域

の中央に大すべり域を１つ設定した「震源をあらかじめ特定しに

くい地震」としてモデル化を実施し、ハザード評価を試作した。

南海トラフ沿いで発生する地震において、南海トラフ沿いのもっ

とも浅い地震発生領域に含まれる領域に対して波源断層モデルを

追加し、ハザード評価を試作した。また、津波のリスク評価への

橋渡しを見据え、徳島県を対象として沿岸津波高データから遡上

域を推定する手法の検討を行った。 

・また、「津波ハザード・リスク情報の高度利用に関する委員会」を

立ち上げ、開発中の津波ハザード・リスク情報ステーション（仮）

に求める具体的な仕様や要望等を頂き、委員会の中間報告として

とりまとめた。これらの検討を踏まえることにより津波ハザー

ド・リスク情報ステーション（仮）を高度化した。 

・自然災害事例マップの高度化では、DB 収録事例の質の向上を実施

した。具体的には、収録する事例情報の粗密を解消する手段とし

て、市町村誌からの詳細な災害事例情報の抽出と DB 入力の検討を

栃木県那須岳周辺の雪崩災害および、2017 年九州北部豪雨被災地

域において実施し、総レコード数は 58,000 件と増加した。更に災

害発生範囲をより精緻に絞り込む方法として①旧自治体境界線ポ

リゴンの活用を検討し、東京都と大阪府で試作し、1889 年以降の

災害に関して発生当時の自治体範囲に事例を反映、②直近災害で

ある那須岳周辺における雪崩災害発生範囲の特定を行った。情報

閲覧システムである災害年表マップについては、タブレット端末

対応版を開発・調整を行い、H30 年度初頭に公開予定である。 

・地すべりリスク評価では、大規模地震による地すべりや崩壊の分

布を示した次世代型の全国的な斜面崩壊危険地域分布図の精緻化

のため、国内外の内陸型地震により生じた崩壊事例を網羅的に収

集・整理し、崩壊の分布を震源断層パラメータを用いてモデル化

した。また土砂災害予測技術の現在における到達点を明らかにし、

な成果を上げるすることができた。 

 地域展開に関しては、つくば市に

対して具体的な研究成果を展開す

ることができた。また、特筆すべき

成果として、リアルタイム地震被害

推定情報の社会実装に向けて、ハザ

ード・リスク実験コンソーシアムが

立ち上がり、本格的に地域や産業界

等と協働して成果の展開を図る場

を構築することができた。 

 国際展開に関しては、GEM の活動

を継続すると共に、アジア地域での

研究交流を実施した。 

 以上のように、プロジェクト研究

は順調に進んでいる。 
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型地すべり地形分布図の開

発を進める。全国の過去の自

然災害事例情報を、Web 地図

等に相互連携可能な形態で

データベースに整備すると

ともに、事例情報の粗密や精

度に関する地域差の解消お

よび地理的情報の追加等に

よるデータベースの高度化

を行い、情報の試験提供を検

討する。 

・リアルタイム被害推定及び被

害状況把握のため、センサー

ネットワークデータや、災害

状況に応じた有人・無人の多

様なプラットフォームの活

用による画像センシング技

術および計測技術等を用い

た災害情報収集技術、状況把

握技術の開発を行い、それら

の検討を踏まえたリアルタ

イム被害推定・状況把握シス

テムの高度化システムのプ

ロトタイプの設計に向けた

検討を行う。地震ハザード・

リスク評価を主たる対象と

して、要素技術の調査等、シ

ミュレーション技術の研究

開発を総合的に行うことが

できるプラットフォームの

プロトタイプ設計に着手す

る。 

・「戦略的イノベーション創造

実用的に発展させるための意見交換をする場として「2017 年度 土

砂災害予測に関する研究集会」を開催し、約 120 名の参加者を得

た。 

・風水害リスク評価に関しては、主として外部資金（気候変動適応

技術社会実装プログラム：SI-CAT）と連携した取組を行った。

CORDEX Asia ESD グループ代表として国際ワークショップを主催

し、地域気候ハザード評価手法の国際展開を図った。 

・雪氷災害に関しては、雪害記事の収集とデータベース化、及び雪

害データベース公開システムの開発を行った。 

・被害状況把握の技術開発では機械学習を用いて自動的に被害判別

を行うシステムとして、熊本地震本震後に撮影された道路走行調

査画像を用いて訓練データを作成し、Support Vector Machine

（SVM）により建物の被災度を３段階に自動判別するシステムを試

作した。また、有人・無人のプラットフォームで活用可能な災害

情報収集システムとして Air-Structure from Motion （Air-SfM）

技術によるマッピングの迅速化と高精度化を行った。関連して、

2017 年九州北部豪雨における実動機関連携による災害対応支援地

図の作成および UAV 災害対応機関に向けた技術提供を行った。更

に、防犯カメラ映像解析による被害状況把握手法開発に資する、

従業員向け防災ワークショップを実施した。また、継続して開発

を実施してきたMEMS加速度センサーを利用したセンサークラウド

システムの実証実験を産官学が連携して継続する中で、特に「首

都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」と連携

して、一般モニター募集を開始し試作治具を用いた加振実験を実

施した。これらの検討を踏まえたリアルタイム被害推定・状況把

握システムの高度化システムのプロトタイプの設計に向けた検討

を行った。 

・OpenQuake や Broadband Platform（BBP）等の主に海外での地震ハ

ザード・リスク評価のためのプラットフォームの取組みを参考と

し、地震ハザード・リスク評価研究、及び基盤情報データベース

に関する成果を統合したシステムの検討を行い、プラットフォー

ムのプロトタイプ設計に着手した。 

・研究成果の地域展開として、戦略的イノベーション創造プログラ
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プログラム（SIP）」での取組

等を踏まえ、災害リスク情報

の利活用に関する研究プロ

ジェクトや大学等と連携を

図り、主に地震や津波のハザ

ード・リスク評価の地域への

展開を進める。地域での利活

用を支援・促進するための研

究会の立ち上げに着手する。

仙台防災枠組や国際 NPO 法

人 GEM との連携を推進する

とともに、TEM（台湾）や GNS 

Science（ニュージーランド）

とのワークショップを開催

し、アジア・環太平洋地域で

の研究交流を進める。 

ムと連携し、リアルタイム被害推定情報の利活用に関する提案を

つくば市に対して行い、被害推定情報の配信を開始した。また、

つくば市の危機管理対応訓練に協力機関として参加し、訓練用の

被害推定情報を提供した。 

・地域や産業等への展開のため、ハザード・リスク情報に関する検

討会を継続し、各業界の具体的な活用の可能性について検討を行

った。特筆すべき成果として、更にその活動が進展し、リアルタ

イム地震被害推定情報の利活用に関して、本格的な地域や産業等

への展開の望ましい枠組みの検討・構築を目的とするハザード・

リスク実験コンソーシアムが立ち上がり協力関係を構築した。 

・国際展開としては、地震ハザード・リスク評価研究の国際 NPO 法

人 GEM のメンバとして、GEM 第２期の活動を継続して実施した。

防災科研からの参加者が科学委員会の副議長に再任され、GEM の運

営に対する発言力を継続している。GEM「グローバル地震モザイク

モデル」の完成に向け、ブータン、タイ、ミャンマー、ベトナム

の地震ハザード評価の取組みを支援した。台湾 TEM に協力して「日

本・台湾・ニュージーランドの地震ハザード評価」に関する研究

交流会を台南で実施した。 日本地球惑星科学連合 2018 年大会に

地震ハザード評価のセッション「地震ハザード評価の再考察

(Re-Think PSHA)」を引き続き共同主催した。また、外部資金と連

携し、これまで開発したリアルタイム震度計を、ブータン地質鉱

山局(DGM)に提供し、ブータン地震・震度観測網の整備を進めた。

 

(b)自然災害情報の利活用に基

づく災害対策に関する研究 

・総合防災情報センターおよび

「SIP（戦略的イノベーショ

ン創造プログラム）」等の取

組との連携に基づき、所内外

の防災研究開発成果を統合

活用し、各セクターでの災害

対策実践に資するデジタル

 ・従来、災害種別ごとに分散発信されていた研究成果を、横断的に 

同一インターフェイス上で参照できるよう、地理空間情報を対象 

としたデジタル防災情報ライブラリの先行モデルを構築した。 

・特に、応急期用インターフェイスとなる防災科研クライシスレス 

ポンスサイト(NIED-CRS）については、昨年度までに開発した全デ

ータを 1画面に集積するインターフェイスに加え、応急フェーズ

や目的に応じ情報へ容易に到達できる災害対応ストーリーインタ

ーフェイスを実装した。加えて、開設時に発信すべき情報を検討

し、その枠組みを事前登録することで第１報の開設時間を短縮す

平成 29 年度は、昨年度から継続

実施している防災科研クライシス

レスポンスサイト（NIED-CRS）の運

用経験を基に、更なる機能強化を行

うとともに、九州北部豪雨などの自

然災害に適用した成果は、内閣府防

災担当が進める災害情報ハブ推進

チームでも評価され、情報収集・整

理を行う官民チームの形成に貢献
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防災情報ライブラリの構築

に着手する。また、SIP で研

究開発を進める府省庁連携

防災情報共有システム

（SIP4D: Sharing Infor-

mation Platform for Dis-

aster management）と連動

し、災害対応に資する情報プ

ロダクツを統合発信する防

災科研クライシスレスポン

スサイト（NIED-CRS）の機能

強化を図るとともに、情報プ

ロダクツ作成及び統合発信

における災害種別間での共

通性・特殊性について分析

し、標準作業手順（SOP: 

Standard Operating Pro-

cedure）のプロトタイプを作

成する。 

・災害対応及び復旧復興時の対

応と平時の防災施策・活動に

関する事例を踏まえ、地域防

災対策実践に資するレジリ

エンス評価手法及びその表

現方法について、実践現場と

の協働に基づきプロトタイ

プの基本設計を行うととも

に、予備調査によりその妥当

性を検証する。また、これを

踏まえ、レジリエンス評価の

構成要素の尺度化に取り組

む。 

るテンプレート機能を開発するなど、機能強化を行った。 

・今年度発生した自然災害に対して総合防災情報センターを中心に

実施した防災科研クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）の運

用結果を検証・分析し、応急期に発信される情報の集約・統合・

発信手順を構造化し、標準作業手順(SOP)の作成を進めた。 

・地域防災において、地域特性が類似する地域での防災対策事例の

参照や、その実践者との情報交換に対するニーズのもと、国土数

値情報やe-stat等の各種地理空間情報や社会統計データを統合処

理し、基礎自治体単位で社会特性、自然特性、災害特性を相対評

価するとともに、その結果から類似自治体を抽出する手法を開発

し、Web システムのプロトタイプを構築した。これを活用して地域

防災上の課題と対策を検討するリスクコミュニケーション手法を

設計し、複数の地域での実証実験で有効性を検証するとともに、

対策の実行に必要な各種制度と適用事例に関するさらなる情報ニ

ーズを抽出した。 

・情報の利活用の定着化に向けては、過去の災害時に利活用された

情報を調査し、災害時に国、地方、民間等で共有すべき標準的な

情報項目についてまとめ、内閣府の災害情報ハブ推進チームに対

して提案した。 

 

した。 

また、平時における情報の利活用

についても、実務を担う国・地方公

共団体・民間等の様々なセクターと

の協働体制を維持しながら、全国で

活用できる地域防災 Web システム

のプロトタイプ構築と実践により、

地域のニーズを踏まえた研究成果

の創出を達成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率的な業務

運営の下で「研究開発成果の 大

化」に向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が認め

られる。 
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・平時の地域防災活動や防災教

育、災害時の対応行動や対策

等に関する各種ガイドライ

ンや手引き、マニュアル、情

報システム等の実態を調

査・分析するとともに、これ

らの利活用に資するデータ

ベースの構築に着手する。ま

た、地域災害対策実践の現場

との協働に基づき、各種自然

災害を横断的・統合的に扱う

災害リスクマネジメント手

法及び災害リスクコミュニ

ケーション手法の開発に着

手する。さらに、防災関連の

各種取り組みと連携し、災害

リスクガバナンス構築に向

けた対策実践現場間での関

係性強化手法の検討を行う。 

・現地災害対策本部等の災害対

応現場との協働に基づき、災

害対応業務における情報共

有・利活用に関する共通性・

多様性について分析し、災害

対応の初動段階から応急段

階において必要とされる情

報のデザインと利活用に関

する SOP のプロトタイプを

作成する。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 Ⅱ－１．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

小項目 Ⅱ－１－１．研究組織及び事業の見直し 

中長期計画 

理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の 大化」に向けて、研究開発能力及び経営管理能力の強化に取り組む。 

経営に関する戦略立案、環境整備、業務体制、危機管理などをより一層効率的・効果的に行うため、企画機能、研究推進・支援を一体で行う

企画部を新設し、企画機能を強化する。柔軟かつ効率的なマネジメントを行うため、理事長直属で防災科研の研究開発を総括する、もしくは特

命事項を担当する審議役を設置し、理事、企画部、審議役が緊密に連携することにより理事長を支え、防災科研のマネジメントを遂行する体制

を構築する。 

プロジェクトについて、様々な自然災害に関して基礎研究から社会実装に至るまでの総合的な取組に対応し、統合的・分野横断的に研究開発

を行うことができるよう、研究体制を再編するとともに、各プロジェクトの業務に係る権限と責任について、規程等により明確に定める。具体

的には、研究分野間の協働、交流、情報交換が円滑に行われるようにするため、研究者の所属部署自体は専門分野別に編成する一方、重点的に

進めるべき研究開発課題や防災科研全体として取り組むべき事項については、専門分野別の部署を横断するプロジェクトセンターを設置できる

柔軟な研究開発体制を整備する。その際、効率的、効果的な業務運営を図る観点から、職員の配置の見直しを行うとともに、クロスアポイント

メント制度、併任制度等の活用による外部の第一線の研究者の登用や他の研究機関との連携を通じて、多様な人材の確保と研究力の向上を図り、

防災科学技術研究の中核研究機関として 適な研究推進体制が構築できるような組織運営を行う。 

また、経営諮問会議等の開催により、外部からの客観的・専門的かつ幅広い視点での助言・提言を得ることで、現行事業運営の課題を把握し、

その解決を図る。また、事業運営の効率性、透明性の確保に努める。 

「研究開発成果の 大化」に向けて、他の機関との連携や外部資金の獲得・管理等の多様化・複雑化する研究推進業務に対応するために、人

員の拡充・再配置を含めた体制の強化を図る。 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月閣議決定）に基づく DONET の移管に対応するため、国立研究開発法人海洋研

究開発機構との間でクロスアポイントメント制度等を利用した連携を進め、DONET、S-net、陸域の基盤的地震観測網の一元的な管理運営体制を

構築する。 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           
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３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 主な評価指標 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

理事長のリーダーシップの

下、「研究開発成果の 大化」

に向けて、研究開発能力及び経

営管理能力の強化に取り組む。 

経営に関する戦略立案、環境

整備、業務体制、危機管理など

をより一層効率的・効果的に行

うため、企画機能、研究推進・

支援を一体で行う企画部を新

設し、企画機能を強化する。柔

軟かつ効率的なマネジメント

を行うため、理事長直属で防災

科研の研究開発を総括する、も

しくは特命事項を担当する審

議役を設置し、理事、企画部、

審議役が緊密に連携すること

により理事長を支え、防災科研

のマネジメントを遂行する体

制を構築する。 

プロジェクトについて、様々

な自然災害に関して基礎研究

から社会実装に至るまでの総

合的な取組に対応し、統合的・

分野横断的に研究開発を行う

ことができるよう、研究体制を

再編するとともに、各プロジェ

クトの業務に係る権限と責任

について、規程等により明確に

定める。具体的には、研究分野

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジ

メントをサポート

する仕組み、体制等

が適切であるか 

・経営企画体制の強

化、統合的・分野横

断的に研究開発を

行う研究体制の再

編を推進すること

ができたか。 

・理事長のリーダーシ

ップの下での業務

の継続的改善、権限

と責任を明確にし

た組織運営、国・関

係機関と役割分担

を考慮した研究開

発を行ったか。 

 

【長としての資質の

観点】 

○リーダーシップが

発揮されているか 

・法人の長がリーダー

シップを発揮でき

る環境は整備され、

実質的に機能して

理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の 大化」に向けて、

研究開発能力及び経営管理能力の強化に取り組んだ。 

経営に関する戦略立案、環境整備、業務体制、危機管理などをより

一層効率的・効果的に行うため、企画機能、研究推進・支援を一体で

行う企画部を設置し、企画機能を強化している。柔軟かつ効率的なマ

ネジメントを行うため、理事長直属で特命事項を担当する審議役を３

名配置し、理事、企画部、審議役が連携して理事長を支える体制を整

備している。 

研究体制については、平成 29 年 4 月から文部科学省の「データプ

ラットフォーム拠点形成事業（防災分野） ～首都圏を中心としたレ

ジリエンス総合力向上プロジェクト～」が開始されたことから、当該

事業の実施を担う組織として、「首都圏レジリエンス研究センター」

を基盤的研究開発センターの研究事業センターとして新設した。 

第４期中長期計画の研究開発を推進するための制度として、プロジ

ェクト（８プロジェクト）を設置し、基礎研究部門に研究部門長、セ

ンターにセンター長、プロジェクトに研究統括を置き各業務に係る権

限と責任を明確化するとともに、クロスアポイントメント制度の活用

等により多様な人材の確保と研究力の向上を図っている。 

防災科研の業務運営に関する重要事項等について、助言及び提言を

受けるため、３月に経営諮問会議を開催した。さらに、防災科研の経

営に係る重要事項等について議論する拡大役員会議及び役員会議を

開催しており、事業運営の効率性、透明性の確保に努めた。 

「研究開発成果の 大化」に向けて、他の機関との連携や外部資金

の獲得・管理等の多様化・複雑化する研究推進業務に対応するために、

社会連携課と研究推進課を設置している。 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月閣

議決定）に基づく DONET の移管に対応するため、国立研究開発法人海

洋研究開発機構との間でクロスアポイントメント制度等を利用した

連携を進め、DONET、S-net、陸域の基盤的地震観測網からなる陸海統

理事長のリーダーシップの下、

「研究開発成果の 大化」に向け

て、研究開発能力及び経営管理能

力の強化に取り組んだ。 

研究体制については「首都圏レ

ジリエンス研究センター」を基盤

的研究開発センターの研究事業セ

ンターとして新設した。 

防災科研の業務運営に関する重

要事項等について、助言及び提言

を受けるため、３月に経営諮問会

議を開催した。さらに、防災科研

の経営に係る重要事項等について

議論する拡大役員会議及び役員会

議を開催しており、事業運営の効

率性、透明性の確保に努めた。 

企画部に社会連携課及び研究推

進課を設置していることで、「研究

開発成果の 大化」に向けた体制

を構築している。 

「独立行政法人改革等に関する

基本的な方針」（平成 25 年 12 月閣

議決定）に基づき、DONET、S-net、

陸域の基盤的地震観測網、火山観

測網からなる陸海統合地震津波火

山観測網（MOWLAS）の一元的な管

理運営体制を構築している。 

 

以上より、中長期計画における
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間の協働、交流、情報交換が円

滑に行われるようにするため、

研究者の所属部署自体は専門

分野別に編成する一方、重点的

に進めるべき研究開発課題や

防災科研全体として取り組む

べき事項については、専門分野

別の部署を横断するプロジェ

クトセンターを設置できる柔

軟な研究開発体制を整備する。

その際、効率的、効果的な業務

運営を図る観点から、職員の配

置の見直しを行うとともに、ク

ロスアポイントメント制度、併

任制度等の活用による外部の

第一線の研究者の登用や他の

研究機関との連携を通じて、多

様な人材の確保と研究力の向

上を図り、防災科学技術研究の

中核研究機関として 適な研

究推進体制が構築できるよう

な組織運営を行う。 

また、経営諮問会議等の開催

により、外部からの客観的・専

門的かつ幅広い視点での助

言・提言を得ることで、現行事

業運営の課題を把握し、その解

決を図る。また、事業運営の効

率性、透明性の確保に努める。 

「研究開発成果の 大化」に

向けて、他の機関との連携や外

部資金の獲得・管理等の多様

いるか。 

 

合地震津波火山観測網（MOWLAS）の一元的な管理運営体制を構築して

いる。 

 

所期の目標を達成していると認め

られる。 



 

- 54 - 
 

化・複雑化する研究推進業務に

対応するために、人員の拡充・

再配置を含めた体制の強化を

図る。 

「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成 25

年 12 月閣議決定）に基づく

DONET の移管に対応するため、

国立研究開発法人海洋研究開

発機構との間でクロスアポイ

ントメント制度等を利用した

連携を進め、DONET、S-net、陸

域の基盤的地震観測網の一元

的な管理運営体制を構築する。 

 

 

平成 29 年度組織図 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 Ⅱ－１．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

小項目 Ⅱ－１－２．内部統制 

中長期計画 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備について」（平成 26年 11 月 28 日総管査第 322 号。総務省行政管理局長通知）等

を踏まえ、理事長のリーダーシップの下、 業務に係る戦略を策定し、PDCA サイクルに基づき、その継続的改善を推進する。その際、国の政策

との関係、他機関との連携強化の取組、研究の成果が活用されるまでの道筋等を明らかにする。 

中長期目標の達成を阻害するリスクを把握し、組織として取り組むべき重要なリスクの把握と対応を行う。このため、経営諮問会議等の開催

により、外部からの客観的・専門的かつ幅広い視点での助言・提言を得ることで、現行事業運営の課題を把握し、その解決を図る。また、事業

運営の効率性、透明性の確保に努めるとともに、法令遵守等、内部統制の実効性を高めるため、所内のイントラネット等を活用し理事長による

運営方針等の周知を行うなど、日頃より職員の意識醸成を行う等の取組を継続する。 

監事による監査機能を充実するために、監査室を設置するとともに内部監査等により内部統制が有効に機能していることをモニタリングし、

適正、効果的かつ効率的な業務運営に資する助言を理事長等に提示する。また、職員を対象とした内部統制に関する研修を実施するなど、職員

の意識醸成教育及び意識向上を積極的に進める。 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 主な評価指標 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等の

整備について」（平成 26年 11

月 28 日総管査第 322 号。総務

省行政管理局長通知）等を踏ま

え、理事長のリーダーシップの

下、 業務に係る戦略を策定し、

PDCA サイクルに基づき、その

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジ

メントをサポート

する仕組み、体制等

が適切であるか 

・理事長のリーダーシ

ップの下での業務

防災科研は、理事長のリーダーシップの下、業務の継続的改善を

推進するとともに、権限と責任を明確にした組織運営を行っている。

また、内部統制に関しては、中長期目標に対応して定めた中長期計

画及び当該計画に基づく年度計画を遂行するにあたり、年頭所感や

創立記念式典などの場において、理事長から全職員に対し、6つの活

動（「中核的機関としての産学官連携の推進」、「基盤的観測網・先進

的研究施設等の整備・共用促進」、「研究開発成果の普及・知的財産

の活用促進」、「研究開発の国際的な展開」、「人材育成」、「防災行政

理事長のリーダーシップの下、組

織運営に関して式典やイントラネ

ットを通して周知を行った。また、

内部統制の一環としてリスク内容

を見直し、さらにリスクの原因を確

認し、一元的なリスク管理の体制が

整えられたことは評価できる。 
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継続的改善を推進する。その

際、国の政策との関係、他機関

との連携強化の取組、研究の成

果が活用されるまでの道筋等

を明らかにする。 

中長期目標の達成を阻害す

るリスクを把握し、組織として

取り組むべき重要なリスクの

把握と対応を行う。このため、

経営諮問会議等の開催により、

外部からの客観的・専門的かつ

幅広い視点での助言・提言を得

ることで、現行事業運営の課題

を把握し、その解決を図る。ま

た、事業運営の効率性、透明性

の確保に努めるとともに、法令

遵守等、内部統制の実効性を高

めるため、所内のイントラネッ

ト等を活用し理事長による運

営方針等の周知を行うなど、日

頃より職員の意識醸成を行う

等の取組を継続する。 

監事による監査機能を充実

するために、監査室を設置する

とともに内部監査等により内

部統制が有効に機能している

ことをモニタリングし、適正、

効果的かつ効率的な業務運営

に資する助言を理事長等に提

示する。また、職員を対象とし

た内部統制に関する研修を実

施するなど、職員の意識醸成教

の継続的改善、権限

と責任を明確にし

た組織運営を行っ

たか。 

・ 監事監査において、

法人の長のマネジ

メントについて留

意しているか。 

・ 監事監査において

把握した改善点等

について、必要に応

じ、法人の長、関係

役員に対し報告し

ているか。その改善

事項に対するその

後の対応状況は適

切か。 

 

【長としての資質の

観点】 

○リーダーシップが

発揮されているか 

・法人の長がリーダー

シップを発揮でき

る環境は整備され、

実質的に機能して

いるか。 

・法人の長は、組織に

とって重要な情報

等について適時的

確に把握するとと

もに、法人のミッシ

への貢献」）を示し、研究開発成果の 大化に向けて、周知徹底等の

取組を行っている。 

理事長から、組織運営に関して職員との意見交換を通して周知を

行った。内部統制の一環として、平成 29 年度のリスク内容を見直し、

リスク原因の取りまとめを行った。見直した内容をもとに平成 30 年

度にリスク管理委員会への開催を予定している。 

また、リスク管理部署を監査室から総務課へ移管し計画策定部署と

モニタリング部署を分ける体制を強化した。 

 モニタリングの一環として内部監査及び監事監査を実施し、理事

長等へ業務運営に資する助言を提示した。 

 以上より、中長期計画における所

期の目標を達成していると認めら

れる。 
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育及び意識向上を積極的に進

める。 

ョン等を役職員に

周知徹底している

か。 

・法人の長は、法人の

規模や業種等の特

性を考慮した上で、

法人のミッション

達成を阻害する課

題（リスク）のうち、

組織全体として取

り組むべき重要な

リスクの把握・対応

を行っているか。 

・法人の長は、内部統

制の現状を的確に

把握した上で、リス

クを洗い出し、その

対応計画を作成・実

行しているか。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 Ⅱ－１．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

小項目 Ⅱ－１－３．研究開発等に係る評価の実施 

中長期計画 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年９月総務大臣決定、平成 27 年５月改定）等に基づき、研究開発の特性等を踏まえて国の施

策との整合性、社会的ニーズ、研究マネジメント、アウトカム等の視点から自己評価等を実施し、各事業の計画・進捗・成果等の妥当性を評価

する。その評価結果は研究計画、予算・人材等の資源配分に反映させ、「研究開発成果の 大化」並びに適正、効果的かつ効率的な業務運営を

図る。 

また、研究開発課題については外部有識者による評価を効果的・効率的に実施し、その結果を踏まえて研究開発を進める。 

なお、評価業務に当たっては、評価作業の負担の軽減に目指し、効率的な運営を行う。 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 主な評価指標 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

「独立行政法人の評価に関

する指針」（平成 26 年９月総務

大臣決定、平成 27 年５月改定）

等に基づき、研究開発の特性等

を踏まえて国の施策との整合

性、社会的ニーズ、研究マネジ

メント、アウトカム等の視点か

ら自己評価等を実施し、各事業

の計画・進捗・成果等の妥当性

を評価する。その評価結果は研

究計画、予算・人材等の資源配

分に反映させ、「研究開発成果

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジ

メントをサポート

する仕組み、体制等

が適切であるか 

・理事長のリーダーシ

ップの下での業務

の継続的改善、外部

からの意見や社会

における活用を考

慮した研究評価を

外部有識者を含め研究開発の特性等を踏まえて国の施策との整合

性、社会的ニーズ、研究マネジメント、アウトカム等の視点から、

第４期中長期計画に基づき、研究計画を策定したところであり、併

せて予算・人材等の資源配分にも反映させ、「研究開発成果の 大化」

及び適正、効果的かつ効率的な業務運営を図った。 

 年度計画に基づく業務の実施状況を踏まえた今後の計画について

は、研究統括・センター長等からヒアリングを行って確認するとと

もに、共用施設の利用計画の策定については、関係機関や外部有識

者を含めた運用委員会又は利用委員会での審議の結果、決定してい

る。これらの業務の実施状況については、前述のヒアリングのほか、

研究職員及び事務職員の業績評価などを通じて適宜把握を行うとと

もに、毎年の評価委員会で評価している。 

第４期中長期計画策定の検討に

おいて、外部有識者を含めた検討委

員会にて評価検討を行った。 

第４期では、年度計画に基づく業

務の実施状況を踏まえヒアリング

により今後の計画を確認するとと

もに、施設の共用については各部署

で外部有識者を含めた委員会にお

いて検討を行った。 

所全体として、自己評価に関し、

評価委員会で毎年評価を実施して

いる。 
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の 大化」並びに適正、効果的

かつ効率的な業務運営を図る。 

また、研究開発課題について

は外部有識者による評価を効

果的・効率的に実施し、その結

果を踏まえて研究開発を進め

る。 

なお、評価業務に当たって

は、評価作業の負担の軽減に目

指し、効率的な運営を行う。 

行ったか。 

 

【長としての資質の

観点】 

○リーダーシップが

発揮されているか 

・法人の長がリーダー

シップを発揮でき

る環境は整備され、

実質的に機能して

いるか。 

・中長期目標・計画の

未達成項目（業務）

についての未達成

要因の把握・分析・

対応等に着目して

いるか。 

 

 

以上より、中長期計画における所

期の目標を達成していると認めら

れる。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 Ⅱ－２．業務の効率化 

小項目 Ⅱ－２－１．経費の合理化・効率化 

中長期計画 

防災科研は、管理部門の組織の見直し、調達の合理化、効率的な運営体制の確保等に引き続き取り組むことにより、経費の合理化・効率化を

図る。 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分は除外した上で、法人運営を行う上で各種法令等の定めにより発生する

義務的経費等の特殊要因経費を除き、平成 27 年度を基準として、一般管理費（租税公課を除く。）については毎年度平均で前年度比３％以上、

業務経費は毎年度平均で前年度比１％以上の効率化を図る。新規に追加されるものや拡充される分は翌年度から効率化を図ることとする。ただ

し、人件費の効率化については、次項に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率化を進めるに当たっては、「研究開発成果の 大化」との整合にも留意する。 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる指

標 

達成目標 基準値等

（H27年度）

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累

積値等、必要な情報 

一般管理費（百万円）  199 193 219  

  効率化（％） 
毎年度平均で前

年度比３％以上 
3.0％ △5.3％

 

業務経費（百万円）  7,472 5,659 5,939  

  効率化（％） 
毎年度平均で前

年度比１％以上 
24.3％ 9.7％

 

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 主な評価指標 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

防災科研は、管理部門の組織

の見直し、調達の合理化、効率

的な運営体制の確保等に引き

続き取り組むことにより、経費

の合理化・効率化を図る。 

運営費交付金を充当して行

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費の効率化

（ 数値目標：毎年

度平均で前年度比

３％以上） 

・業務経費の効率化

一般管理費削減の取組としては、つくば市近郊にある独立行政法

人及び大学とで共同調達を開始し、経費の削減に取り組み、また引

き続きパソコン類のリユース、リサイクルにより、産業廃棄物の廃

棄処分費用の削減を実施した。業務経費の取組としては、役務等の

契約の複数年化を引き続き導入し、経費の削減を図った。 

平成 29 年度については、上記の共同調達の一貫として複合機のリ

経費の合理化については、他機関

との共同調達の実施、パソコン類 

のリユース・リサイクルによる産業

廃棄物処分費用の削減、役務契約の

複数年化による経費の削減などの

努力が続けられている。 
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う事業は、新規に追加されるも

の、拡充分は除外した上で、法

人運営を行う上で各種法令等

の定めにより発生する義務的

経費等の特殊要因経費を除き、

平成 27 年度を基準として、一

般管理費（租税公課を除く。）

については毎年度平均で前年

度比 3％以上、業務経費は毎年

度平均で前年度比１％以上の

効率化を図る。新規に追加され

るものや拡充される分は翌年

度から効率化を図ることとす

る。ただし、人件費の効率化に

ついては、次項に基づいて取り

組む。 

なお、経費の合理化・効率化を

進めるに当たっては、「研究開

発成果の 大化」との整合にも

留意する。 

 

（ 数値目標：毎年

度平均で前年度比

１％以上） 

 

＜その他の指標＞ 

・ 「独立行政法人の

事務・事業の見直し

の基本方針」への取

組 

ースを実施しリース費及び保守費の削減を図った。なお、平成 28年

度に引き続き、効率的に研修を受講できるよう、eラーニングによる

研修を実施した。なお、これまでに各種実験施設や観測機器の運用

及び維持管理、観測データ収集、スーパーコンピュータの運用など、

可能な限り民間委託やアウトソーシングの活用を図っているところ

であるが、業務の効率化が研究開発能力を損なうことなく、継続的

な維持・向上に繋がるものとなるよう十分に配慮している。 

なお、「一般管理費」は、新規に追加されるもの及び拡充分、人件

費(有期雇用職員人件費は除く)、公租公課及び特殊要因経費を控除

した額は、187 百万円となり効率化目標の 3％は達成している。 

 平成 29 年度については、共同調

達の一貫として複合機のリースを

実施しリース費及び保守費の削減

を図った。なお、引き続き eラーニ

ングシステムにより効率的な研修

受講を可能としたことは、いずれも

評価できる。 

  

以上より、中長期計画における所

期の目標を達成していると認めら

れる。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 Ⅱ－２．業務の効率化 

小項目 Ⅱ－２－２．人件費の合理化・効率化 

中長期計画 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分配慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証したうえで、防災科研の業務

の特殊性を踏まえた適正な水準を維持するとともに、検証結果や取組状況を公表するものとする。また、適切な人材の確保のために必要に応じ

て弾力的な給与を設定できるものとし、その際には、国民に対して納得が得られる説明に努めるものとする。 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 主な評価指標 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

給与水準については、国家公

務員の給与水準を十分配慮し、

手当を含め役職員給与の在り

方について厳しく検証したう

えで、防災科研の業務の特殊性

を踏まえた適正な水準を維持

するとともに、検証結果や取組

状況を公表するものとする。ま

た、適切な人材の確保のために

必要に応じて弾力的な給与を

設定できるものとし、その際に

は、国民に対して納得が得られ

る説明に努めるものとする。 

＜評価の視点＞ 

【総人件費改革への

対応】 

・取組開始からの経過

年数に応じ取組が

順調か。また、法人

の取組は適切か。 

 

【給与水準】 

・給与水準の高い理由

及び講ずる措置（法

人の設定する目標

水準を含む）が、国

民に対して納得の

得られるものとな

定員及び人件費削減の基本方針に基づき、引き続き事務部門及び

研究部門の計画的な人員の配置を行った。 

 

（１）給与水準の適切性  

防災科研の俸給表は事務系職、研究職ともに国家公務員と同じ俸

給表を適用しており、給与基準は国家公務員の給与に準拠している。

平成 29 年度における国家公務員と比較した給与水準は、以下のとお

り適切な給与水準であった。 

１）ラスパイレス指数 

   平成 29年度の防災科研の国家公務員に対するラスパイレス指

数は、下記のとおりであった。 

   事務系職員： 108.9  年齢・地域・学歴勘案 108.7 

   研 究 職 員：  101.0   年齢・地域・学歴勘案  102.6 

 

２）国家公務員に比して指数が高い理由 

防災科研の俸給表は事務系職、研

究職ともに国家公務員と同じもの

を適用しており、また役員報酬も国

家公務員指定職俸給表と同様の範

囲で支給されている。これにより、

職員の給与水準及び役員報酬は適

切なレベルに保たれており、また、

これらの数値についてはホームペ

ージで適切に公表がなされている。 

平成 29 年度は、人事院勧告に準じ

て改正を行っている。 

 

 以上より、中長期計画における所

期の目標を達成していると認めら

れる。 
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っているか。 

・法人の給与水準自体

が社会的な理解の

得られる水準とな

っているか。 

・国の財政支出割合の

大きい法人及び累

積欠損金のある法

人について、国の財

政支出規模や累積

欠損の状況を踏ま

えた給与水準の適

切性に関して検証

されているか。 

 

【諸手当・法定外福利

費】 

・法人の福利厚生費に

ついて、法人の事

務・事業の公共性、

業務運営の効率性

及び国民の信頼確

保の観点から、必要

な見直しが行われ

ているか。 

 

  ①事務系職員 

   防災科研は、給与水準公表対象職員が 28 人と少なく、人員

構成上、責任のある役職につき業務を実施する事務系職員の

割合が高くなり、結果、役職手当（国家公務員俸給の特別調

整額相当）の受給者割合が国家公務員と比較し高くなってい

る。また、近年、国家公務員宿舎への入居が不可となったこ

とにより、職員が居住する賃貸住宅のための住居手当の受給

者割合が高くなっている。 

平成 28 年度と比較し、平成 28 年度より割合が下がってい

る。 

 

②研究職員 

    防災科研は、防災科学技術における国内唯一の総合研究機

関であり、研究分野は多岐に渡る。それぞれの研究分野ごと

に優れた専門的知識を有する博士課程修了者を選考により採

用することとしており、相応の給与を支給しているため指数

が高くなっている。 

 

３）講ずる措置 

   人事院勧告を踏まえた給与基準の見直しを行うとともに、引

き続き退職者の補填については可能な限り若返りを図るなど計

画的に人事管理を行っていく。 

 

４）国と支給割合等が異なる手当 

   国家公務員と同様の規程となっている。 

  

（２）役員報酬の適切性 

理事長の報酬は、事務次官給与の範囲内で支給している。 

 

 

（３）給与水準の公表    

役員報酬及び職員給与水準についてはホームページにて公表して
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いる。  

 

（４）給与体系の見直し 

国家公務員の給与に準じ、平成 28 年度に給与制度の見直しを実施

した。 

平成29年度の人事院勧告に準じた俸給表及び勤勉手当の見直しを

行った。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 Ⅱ－２．業務の効率化 

小項目 Ⅱ－２－３．契約状況の点検・見直し 

中長期計画 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定）を踏まえ、防災科研の締結する契約につ

いては、原則として一般競争入札などによることとし、公正性、透明性を確保しつつ、厳格に手続きを行う。 

 また、一般競争入札などにより契約を締結する場合であっても、真に透明性、競争性が確保されているか、厳格に点検・検証を行い、過度

な入札条件の禁止、応札者に分かりやすい仕様書の作成、公告期間の十分な確保などを行う。これらの取組を通じて経費の削減に取り組む。さ

らに、調達等合理化計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、契約監視委員会の点検などを受け、その結果をホームページ

にて公表する。 

また、共同調達については、茨城県内の複数機関が参画している協議会等を通じて、参画機関と引き続き検討を行い拡充に努める。 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 主な評価指標 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進につ

いて」（平成 27 年５月 25 日総

務大臣決定）を踏まえ、防災科

研の締結する契約については、

原則として一般競争入札など

によることとし、公正性、透明

性を確保しつつ、厳格に手続き

を行う。 

 また、一般競争入札などに

より契約を締結する場合であ

＜評価の視点＞ 

【調達等合理化計画

に基づく取組の実

施】 

・「独立行政法人にお

ける調達等合理化

の取組の推進につ

いて」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣

決定）を踏まえ、①

調達の現状と要因

・６月に策定・公表した「調達等合理化計画」に沿って、防災科研

の締結する契約については、原則として一般競争入札などによる

こととし、公正性、透明性を確保しつつ、厳格に手続きを行った。

・①調達の現状と要因の分析として、当該年度における防災科研の

調達の全体像を把握するため、競争入札等、企画競争・公募、競

争性のない随意契約といった契約種別毎の契約件数及び金額や一

者応札・応募の状況を取りまとめ、前年度と比較するなどして現

状分析を実施した。 

・②重点的に取り組む分野として、研究業務分野及び一般管理分野

について、それぞれの状況に即した調達の改善及び事務処理の効

率化に努めることとし、財・サービスの特性を踏まえた調達の実

６月に策定・公表した「調達等合

理化計画」に沿って、公正性、透明

性を確保しつつ、厳格に契約手続を

行った。当該計画の実施状況を含む

入札及び契約の適正な実施につい

ては、契約監視委員会による外部点

検などを受け、その結果をホームペ

ージにて公表した。 

 

以上のように、調達等合理化計画

の策定等を行うとともに、同計画に



 

- 66 - 
 

っても、真に透明性、競争性が

確保されているか、厳格に点

検・検証を行い、過度な入札条

件の禁止、応札者に分かりやす

い仕様書の作成、公告期間の十

分な確保などを行う。これらの

取組を通じて経費の削減に取

り組む。さらに、調達等合理化

計画の実施状況を含む入札及

び契約の適正な実施について

は、契約監視委員会の点検など

を受け、その結果をホームペー

ジにて公表する。 

また、共同調達については、

茨城県内の複数機関が参画し

ている協議会等を通じて、参画

機関と引き続き検討を行い拡

充に努める。 

の分析、②重点的に

取り組む分野、③調

達に関するガバナ

ンスの徹底、④自己

評価の実施、⑤推進

体制を盛り込んだ

調達等合理化計画

を策定等し、防災科

研の締結する契約

については、原則と

して一般競争入札

などによることと

し、公正性、透明性

を確保しつつ、厳格

に手続きを行う。 

施、一括調達契約の推進、汎用的な物品・役務における共同調達

の推進等を定め、それぞれに従った取組を実施することを通じて

経費の削減を行った。 

・③調達に関するガバナンスの徹底を図るため、既に整備している

規程等に従って調達手続きを実施した。随意契約案件については、

契約担当役理事を筆頭とした契約審査委員会又は随意契約検証チ

ームにより厳格に手続きを行った。また、不祥事の発生の未然防

止・再発防止のため、研究者、調達担当者に対する調達に関する

不祥事事案等の研修、契約担当職員の資質向上のための外部機関

による研修会への参加、当事者以外による検収等を実施した。 

・④自己評価については、当該年度に係る業務の実績等に関する評

価の一環として年度終了後に実施し、その結果を主務大臣に報告

して主務大臣の評価を受ける旨を定め、それに従い実施した。 

・⑤推進体制として、契約担当役理事を委員長、総務部長及び委員

長が指名した者を委員とする防災科学技術研究所契約審査委員会

により調達等合理化に取り組む体制を定め、それに従い実施した。

・その他、調達等合理化計画の実施状況を含む入札及び契約の実施

について契約監視委員会の点検を受け、その結果をホームページ

にて公表した。 

 

沿った取組を実施したことから、中

長期計画における所期の目標を達

成していると認められる。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 Ⅱ－２．業務の効率化 

小項目 Ⅱ－２－４．電子化の推進 

中長期計画 

「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政の ICT 化・オープン化、業務改革の徹底に向けて～」（平成 26 年７月 25 日総務大臣決定）を

踏まえ、電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に努める。所内のイントラネットの活用を図ると共

に、ウェブ等を活用した部門横断的な情報共有体制を整備する。また、震災等の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、信頼

性を確保する。 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

－           

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 主な評価指標 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

「国の行政の業務改革に関

する取組方針～行政の ICT

化・オープン化、業務改革の徹

底に向けて～」（平成 26 年 7 月

25 日総務大臣決定）を踏まえ、

電子化の促進等により事務手

続きの簡素化・迅速化を図ると

ともに、利便性の向上に努め

る。所内のイントラネットの活

用を図ると共に、ウェブ等を活

用した部門横断的な情報共有

体制を整備する。また、震災等

の災害時への対策を確実に行

うことにより、業務の安全性、

＜評価の視点＞ 

【電子化の推進】 

・電子化の促進を図っ

ているか。 

・情報共有体制を整備

しているか。 

・災害時への対策を実

施しているか。 

「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政の ICT 化・オープ

ン化、業務改革の徹底に向けて～」（平成 26 年７月 25 日総務大臣決

定）を踏まえ、イントラネットを活用し事務部門のマニュアルを整

備し、提出に必要な様式等においてダウンロードし利用できるよう

にしている。また、役員等の予定や会議室予約についてもイントラ

ネットにより確認できるように整備している。 

 昨今政府による「働き方改革」の取り組みの提唱などにより、労

働人口の不足が課題として取り上げられており、高齢者の就業促進

に寄与する取組として、平成 29 年度は電子カルテシステムを導入し

職員の健康状態を経年で総合的に比較し確認できるように、「健康診

断結果、ストレス状況、日々の相談事例」などを各個人毎に取りま

とめたシステムを構築し、職員の保健指導を総合的な判断に基づき

実施できるような改善を図った。引き続き業務の電子化を推進しイ

ントラネットを活用することにより逐次情報を発信し部門横断的な

平成 29 年度には電子カルテシス

テムを導入し職員の保健指導を総

合的な判断に基づき実施できるよ

うな改善を図ったことは評価でき

る。 

 

以上より、中長期計画における所

期の目標を達成していると認めら

れる。 
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信頼性を確保する。 

 

情報共有を実施することとする。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 － 

小項目 － 

中長期計画 

 競争的研究資金等の外部資金の積極的な獲得や施設利用等による自己収入の増加等に努め、より健全な財務内容の実現を図る。特に、防災科

研が保有する大規模実験施設については、ニーズ把握・外部への積極的な働きかけを行い、研究利用の観点から適当な稼働率目標及び利用料等

を設定した具体的な取組方針を策定し、安定した自己収入の確保に取り組む。 

 また、運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を計画的に執行する。必要性がなくなったと認められる保有財産については適切に

処分するとともに、重要な財産を譲渡する場合は計画的に進める。 

 独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会計処理として、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理する体制を構築するも

のとする。 

 

１．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

（１）予算 

 

（中長期計画の予算） （単位：百万円）

区  別 研究開発の推進 中核的機関の形成 法人共通 合計 

収入  

運営費交付金 15,223 26,439 6,486 48,148

施設整備費補助金 0 0 0 0

自己収入 0 2,800 0 2,800

受託事業収入等 4,887 0 0 4,887

地球観測システム研究開発費補助金 0 7,428 0 7,428

  

計 20,110 36,667 6,486 63,264

支出  

一般管理費 0 0 2,909 2,909

（公租公課、特殊経費を除いた一般管理費） 0 0 2,583 2,583

うち、人件費 0 0 1,774 1,774

（特殊経費を除いた人件費） 0 0 1,455 1,455

物件費 0 0 1,128 1,128

公租公課 0 0 6 6

  

事業費 15,223 29,239 3,577 48,039

（特殊経費を除いた事業費） 14,632 29,172 3,577 47,381

うち、人件費 6,798 776 0 7,574
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（特殊経費を除いた人件費） 6,208 709 0 6,916

物件費 8,425 28,463 3,577 40,465

（特殊経費を除いた物件費） 8,425 28,463 3,577 40,465

受託研究費 4,887 0 0 4,887

地球観測システム研究開発費補助金経費 0 7,428 0 7,428

施設整備費 0 0 0 0

  

計 20,110 36,667 6,486 63,264

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

（２）収支計画 

 

 （単位：百万円）

区  別 研究開発の推進 中核的機関の形成 法人共通 合計 

費用の部 

経常経費 20,823 40,999 6,675 68,497

 一般管理費 0 0 2,909 2,909

うち、人件費（管理系） 0 0 1,774 1,774

物件費 0 0 1,128 1,128

       公租公課 0 0 6 6

  業務経費 15,134 29,229 3,577 47,940

   うち、人件費（事業系） 6,798 776 0 7,574

      物件費 8,336 28,453 3,577 40,365

受託研究費 4,887 0 0 4,887

  補助金事業費 0 7,428 0 7,428

 減価償却費 801 4,343 189 5,333

財務費用 89 11 0 100

 臨時損失 0 0 0 0

 

計 20,912 41,010 6,675 68,597

 

収益の部  

運営費交付金収益 15,223 26,439 6,486 48,148

受託収入 4,887 0 0 4,887

補助金収益 0 7,428 0 7,428

その他の収入 0 2,800 0 2,800

資産見返運営費交付金戻入 774 2,438 187 3,399

資産見返物品受贈額戻入 14 1,888 2 1,904

資産見返補助金戻入 0 0 0 0



 

- 71 - 
 

資産見返寄附金戻入 13 17 0 30

臨時収益 0 0 0 0

 

計 20,912 41,010 6,675 68,597

 

純利益 0 0 0 0

目的積立金取崩額 0 0 0 0

総利益 0 0 0 0

 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

（３）資金計画 

 

 （単位：百万円）

区  別 研究開発の推進 中核的機関の形成 法人共通 合計 

  

資金支出 20,110 36,667 6,486 63,264

業務活動による支出 10,242 18,675 3,303 32,220

投資活動による支出 9,464 17,256 3,052 29,772

財務活動による支出 404 737 130 1,272

次期中長期目標の期間への繰越金 0 0 0 0

  

資金収入 20,110 36,667 6,486 63,264

業務活動による収入 20,110 36,667 6,486 63,264

運営費交付金による収入 15,223 26,439 6,486 48,148

受託収入 4,887 0 0 4,887

補助金収入 0 7,428 0 7,428

その他の収入 0 2,800 0 2,800

投資活動による収入 0 0 0 0

施設整備費による収入 0 0 0 0

財務活動による収入 0 0 0 0

無利子借入金による収入 0 0 0 0

前期中長期目標の期間よりの繰越金 0 0 0 0

  

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

２．短期借入金の限度額 

 短期借入金の限度額は、11 億円とする。短期借入れが想定される事態理由としては、運営費交付金の受入れの遅延、受託業務に係る経費の暫
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時立替等がある。 

 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし。 

 

５．剰余金の使途 

 防災科研の決算において、剰余金が生じた時は、重点的に実施すべき研究開発業務への充当、職員教育の充実、研究環境の整備、業務の情報

化、広報の充実等に充てる。 

 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

主な評価指標 年度計画・業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

＜評価の視点＞ 

【収入】 

【支出】 

【収支計画】 

【資金計画】 

【財務状況】 

（当期総利益（又は

当期総損失）） 

・当期総利益（又は

当期総損失）の発

１．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

（１）予算 

（平成 29 年度の予算） （単位：百万円）

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

収入 

運営費交付金 2,050 6,944 606 9,600 2,050 6,944 606 9,600

寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0

施設整備費補助金 0 1,112 0 1,112 0 433 0 433

設備整備費補助金 0 289 0 289 0 0 0 0

平成 29 年度の決算、

収支計画、資金計画は概

ね適正であったと認め

られる。 

運営費交付金の執行

率は約 63%となっている

が、未執行額には、契約

済繰越額ならびに平成

29 年度補正予算で措置

された科学技術イノベ
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生要因が明らかに

されているか。 

・また、当期総利益

（又は当期総損

失）の発生要因は

法人の業務運営に

問題等があること

によるものか。 

 

（利益剰余金（又は

繰越欠損金）） 

・利益剰余金が計上

されている場合、

国民生活及び社会

経済の安定等の公

共上の見地から実

施されることが必

要な業務を遂行す

るという法人の性

格に照らし過大な

利益となっていな

いか。 

・繰越欠損金が計上

されている場合、

その解消計画は妥

当か。 

・当該計画が策定さ

れていない場合、

未策定の理由の妥

当性について検証

が行われている

か。さらに、当該

自己収入 0 400 0 400 39 905 6 951

受託事業収入等 685 0 0 685 1,833 0 0 1,833

地球観測システム研究開発費補助金 0 1,458 0 1,458 0 1,458 0 1,458

 

計 2,736 10,203 606 13,544 3,923 9,741 612 14,275

支出 

一般管理費 0 0 389 389 0 0 477 477

（公租公課、特殊経費を除いた一般管理費） 0 0 388 388 0 0 408 408

うち、人件費 0 0 202 202 0 0 191 191

（特殊経費を除いた人件費） 0 0 201 201 0 0 189 189

物件費 0 0 186 186 0 0 219 219

公租公課 0 0 1 1 0 0 68 68

 

事業費 2,050 7,344 216 9,611 1,971 4,746 195 6,912

（特殊経費を除いた事業費） 2,013 7,340 216 9,570 1,939 4,743 195 6,877

うち、人件費 397 571 0 968 464 510 0 973

（特殊経費を除いた人件費） 360 566 0 926 432 507 0 938

物件費 1,654 6,773 216 8,644 1,507 4,237 195 5,939

（特殊経費を除いた物件費） 1,654 6,773 216 8,644 1,507 4,237 195 5,939

受託研究費 685 0 0 685 1,521 215 23 1,760

寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0

地球観測システム研究開発費補助金経費 0 1,458 0 1,458 0 1,449 0 1,449

施設整備費 0 1,112 0 1,112 0 419 0 419

設備整備費 0 289 0 289 0 0 0 0

 

計 2,735 10,203 605 13,544 3,492 6,830 695 11,018

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

（２）収支計画 

 （単位：百万円）

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

費用の部 

経常経費 2,847 11,720 588 15,156 2,743 10,953 698 14,394

 一般管理費 0 0 268 268 0 0 659 659

うち、人件費（管理系） 0 0 202 202 0 0 191 191

物件費 0 0 65 65 0 0 401 401

       公租公課 0 0 1 1 0 0 68 68

ーション創造推進費の

繰越額が含まれており、

これらを除く執行額は

約 92%に達している。残

額の債務は平成 30 年度

に全額が執行される見

込みとなっている。な

お、平成 29 年度の利益

剰余金は、積立金 602 百

万円、前中期目標期間繰

越積立金953百万円から

当期総損失 70 百万円を

取崩した1,485百万円で

あった。 
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計画に従い解消が

進んでいるか。 

 

（運営費交付金債

務） 

・当該年度に交付さ

れた運営費交付金

の当該年度におけ

る未執行率が高い

場合、運営費交付

金が未執行となっ

ている理由が明ら

かにされている

か。 

・運営費交付金債務

（運営費交付金の

未執行）と業務運

営との関係につい

ての分析が行われ

ているか。 

 

（溜まり金） 

・いわゆる溜まり金

の精査において、

運営費交付金債務

と欠損金等との相

殺状況に着目した

洗い出しが行われ

ているか。 

  業務経費 1,950 4,491 304 6,745 1,867 4,259 0 6,127

   うち、人件費（事業系） 397 571 0 968 464 510 0 973

      物件費 1,553 3,920 304 5,777 1,404 3,749 0 5,153

施設整備費 0 1,112 0 1,112 0 77 0 77

設備整備費 0 289 0 289 0 0 0 0

受託研究費 685 0 0 685 631 115 9 754

  補助金事業費 0 1,458 0 1,458 0 1,169 0 1,169

 減価償却費 212 4,370 16 4,598 245 5,227 29 5,608

財務費用 0 11 0 11 0 8 0 8

 臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 0

   

計 2,847 11,731 588 15,168 2,743 10,961 698 14,402

 

収益の部  

運営費交付金収益 1,950 4,102 572 6,625 1,778 3,767 580 6,126

施設整備費 0 1,112 0 1,112 0    77 0    77

設備整備費 0 289 0 289 0 0 0 0

受託収入 685 0 0 685   695 115  9   819

補助金収益 0 1,458 0 1,458 0 1,169 0 1,169

その他の収入 0 400 0 400  79 809 72 960

資産見返運営費交付金戻入 121 323 16 459 103 446 29 578

資産見返物品受贈額戻入 88 1,334 0 1,422 1 1,345 0 1,346

資産見返補助金戻入 2 2,710 0 2,713 2 3,090 0 3,092

資産見返寄附金戻入 1 3 0 4 7 0 0 7

臨時収益 0 0 0 0 0 0 0 0

 

計 2,847 11,731 588 15,166 2,666 10,818 691 14,175

 

純損失 0 0 0 0 77 144 6 228

目的積立金取崩額 0 0 0 0  34 123 1 158

総損失 0 0 0 0 43 21 6 70

 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

（３）資金計画 

 （単位：百万円）

区  別 予算 実績 
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研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

 

資金支出 2,735 7,703 605 11,044 3,503 9,381 527 20,545

業務活動による支出 1,413 2,885 432 4,730 3,183 6,760 517 10,461

投資活動による支出 1,289 4,732 169 6,190 320 2,323 9 2,653

財務活動による支出 33 85 4 123 0 297 0 297

翌年度への繰越金 0 0 0 0 0 0 0 7,134

 

資金収入 2,735 7,703 605 11,044 3,838 9,805 609 20,545

業務活動による収入 2,735 6,302 605 9,642 3,838 9,372 609 13,819

運営費交付金による収入 2,050 4,444 605 7,099 2,050 6,946 605 9,600

受託収入 685 0 0 685 1,744 0 0 1,744

補助金収入 0 1,458 0 1,458 0 1,458 0 1,458

その他の収入 0 400 0 400 44 967 4 1,016

投資活動による収入 0 1,401 0 1,401 0 434 0 434

  施設整備費による収入 0 1,112 0 1,112 0 433 0 433

  設備整備費による収入 0 289 0 289 0 0 0 0

 0 1 0 1

財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0

無利子借入金による収入 0 0 0 0 0 0 0 0

前年度よりの繰越金 0 0 0 0 0 0 0 6,292

 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

年度計画 主な評価指標 業務実績 自己評価 

２．短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は、11 億

円とする。短期借入れが想定さ

れる事態理由としては、運営費

交付金の受入れの遅延、受託業

務に係る経費の暫時立替等が

ある。 

 

＜評価の視点＞ 

・短期借入金は有る

か。有る場合は、そ

の額及び必要性は

適切か。 

 

短期借入金はなかった。 

 

該当無し 

３．不要財産又は不要財産とな ＜評価の視点＞   
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ることが見込まれる財産が

ある場合には、当該財産の処

分に関する計画 

重要な財産を譲渡、処分する

計画はない。 

・不要な財産の処分に

関する計画は有る

か。ある場合は、計

画に沿って順調に

処分に向けた手続

きが進められてい

るか。 

 

不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産はなかった。 該当無し 

４．前号に規定する財産以外の

重要な財産を譲渡し、又は担

保に供しようとするときは、

その計画 

なし。 

＜評価の視点＞ 

・重要な財産の処分に

関する計画は有る

か。ある場合は、計

画に沿って順調に

処分に向けた手続

きが進められてい

るか。 

 

 

重要な財産の譲渡、又は担保に供することはなかった。 

 

該当無し 

５．剰余金の使途 

防災科研の決算において、剰

余金が生じた時は、重点的に実

施すべき研究開発業務への充

当、職員教育の充実、研究環境

の整備、業務の情報化、広報の

充実等に充てる。 

＜評価の視点＞ 

・利益剰余金は有る

か。有る場合はその

要因は適切か。 

・目的積立金は有る

か。有る場合は、活

用計画等の活用方

策を定める等、適切

に活用されている

か。 

 

 

 

 

 

 

剰余金は、中長期計画に定める重点的に実施すべき研究開発業務への充当、

職員教育・福利厚生の充実、業務の情報化、防災科研の行う広報の充実に充て

ることとなっているが、平成 29 年度の決算においては、これらに充当できる剰

余金は発生しなかった。 

 

該当無し 

 

 

 

 

以上より、中長期計画

における所期の目標を

達成していると認めら

れる。 
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１．事業に関する基本情報 

大項目 Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 

中項目 ― 

小項目 ― 

中長期計画 

１．国民からの信頼の確保・向上 

（１）研究倫理の確立及びコンプライアンスの推進 

 研究開発活動の信頼性の確保、科学技術の健全性の観点から、研究不正に適切に対応するため、理事長のリーダーシップの下、予算執行及び

研究不正防止を含む防災科研における業務全般の一層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進する。また、コンプラ

イアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図り、必要に応じて不断の見直しを行う。 

 適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進

する。具体的には、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年法律第 140 号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平

成 15 年法律第 57 号）に基づき、適切に対応するとともに、職員を対象に定期的に不正防止や個人保護情報等に係る説明会、ならびに e-ラーニ

ング等を活用した理解度調査を実施する。 

 

（２）情報セキュリティ対策の推進 

 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリティ・ポリシーを適時適切に見直すとともに、これに基づき情

報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。また、対策の実

施状況を毎年度把握し、PDCA サイクルにより情報セキュリティ対策の改善を図るほか、e-ラーニング等を活用した情報セキュリティ対策に関す

る職員の意識向上を図るための取組を継続的に行う。 

 

（３）安全衛生及び職場環境への配慮 

 業務の遂行に伴う事故及び災害等の発生を未然に防止するとともに、業務を安全かつ円滑に遂行できるよう労働安全衛生管理を徹底する。 

 実験施設を利用した業務においては、その都度、安全管理計画書等を作成するなど、安全管理の徹底、事故等の発生防止に一層努める。また、

職員の健康管理においては、ストレスチェックや健康相談等のメンタルヘルス対策を推進し、職員が安心して職務に専念できる職場環境づくり

を進める。 

 

２．人事に関する事項 

 研究開発成果の 大化と効率的な業務遂行を図るため、若手職員の自立、女性職員の活躍等ができる職場環境の整備、充実した職員研修、適

切な人事評価等を実施する。また、防災科学技術の中核的機関として、研究者の流動性向上を目指し、外国人研究者の受入れを含め優秀かつ多

様な人材を確保するため、採用及び人材育成の方針等を盛り込んだ人事に関する計画を策定し、戦略的に取り組む。 

研究者の流動性向上、総合防災研究機関として、これまで以上に多様なバックグラウンド・専門性を有した研究者の確保に努める。 

 



 

- 78 - 
 

３．施設・設備に関する事項 

 中長期目標を達成するために業務に必要な施設や設備等については、老朽化対策を含め必要に応じて重点的かつ効率的に更新及び整備する。 

 

４．中長期目標期間を超える債務負担 

中長期目標期間を超える債務負担については、防災科学技術等の研究開発に係る業務の期間が中長期目標期間を超える場合で、当該債務負担行

為の必要性及び資金計画への影響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。 

 

５．積立金の使途 

 前中長期目標期間の 終年度における積立金残高のうち、文部科学大臣の承認を受けた金額については、国立研究開発法人防災科学技術研究

所法に定める業務の財源に充てる。 

 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

 

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

年度計画 主な評価指標 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 

１．国民からの信頼の確保・向

上 

（１）研究倫理の確立及びコン

プライアンスの推進 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全性の観点か

ら、研究不正に適切に対応する

ため、理事長のリーダーシップ

の下、予算執行及び研究不正防

止を含む防災科研における業

務全般の一層の適正性確保に

向け、厳正かつ着実にコンプラ

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○コンプライアンス

体制は整備されて

いるか 

・法令順守の徹底と社

会的信頼性の維持

向上に資する業務

の遂行、情報の公開

が推進されたか。 

 

【適正な体制の確保

防災科研の役職員が法令等の遵守を確実に実践することを推進す

るため、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス推

進のための活動方策の策定・更新及び実施、コンプライアンスに反

する行為に対する対応、コンプライアンスに反する事案の再発防止

策の策定等について調査審議を行うことしている。平成 29 年度は、

コンプライアンスに反する行為に対する対応、コンプライアンスに

反する事案の再発防止策の策定等に関する調査審議の事案がなかっ

たことから、開催していない。 

なお、「防災科研初任者ガイダンス」において、防災科研の不正活

動防止への取組及び公益通報制度を説明して、新規採用者に対しコ

ンプライアンスの啓発を行った。 

また、全職員を対象に「公的研究費の適正な執行に関する全所説

コンプライアンスに反するよう

な事案の発生はなかった。また、公

的研究費の適切な執行に関する研

修会を実施し、さらに、研究倫理教

育を実施するなど、コンプライアン

ス意識啓発のための活動が続けら

れたことは評価できる。 
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イアンス業務を推進する。ま

た、コンプライアンス遵守に向

けた体制整備等、ガバナンスの

強化を図り、必要に応じて不断

の見直しを行う。 

適正な業務運営及び国民か

らの信頼を確保するため、適切

かつ積極的に情報の公開を行

うとともに、個人情報の適切な

保護を図る取組を推進する。具

体的には、「独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する

法律」（平成13年法律第140号）

及び「個人情報の保護に関する

法律」（平成 15 年法律第 57 号）

に基づき、適切に対応するとと

もに、職員を対象に定期的に不

正防止や個人保護情報等に係

る説明会、ならびに e-ラーニ

ング等を活用した理解度調査

を実施する。 

 

の観点】 

○研究不正に対応す

るための規定や組

織としての責任体

制の整備及び運用

が適切になされて

いるか 

明会」を開催し、不正使用等を引き起こす要因と防止に向けた取組

等の説明を行い、公的研究費の適正な執行について意識向上を図っ

た。 

さらに、文部科学大臣決定「研究活動における不正行為への対応

等に関するガイドライン」に基づき、研究活動にかかわる者等を対

象に研究倫理教育に関するプログラムを履修させ、研究倫理の向上

を図った。 

防災科研の情報提供については、前年度に引き続き防災科研の組

織、業務及び財務についての基礎的な情報、評価及び監査に関する

情報等をホームページに掲載して諸活動の情報を公開している。 

なお、情報公開制度の適正な運用については、「独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律」、「独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律施行令」を踏まえ、「国立研究開発法人防災科

学技術研究所情報公開規程」等を定めており、平成 29 年度に大規模

法改正に伴い規程改正を実施した。なお、平成 29 年度においては、

法人文書開示の請求はなかった。 

 

（２）情報セキュリティ対策の

推進 

政府機関の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準群を

踏まえ、情報セキュリティ・ポ

リシーを適時適切に見直すと

ともに、これに基づき情報セキ

ュリティ対策を講じ、情報シス

テムに対するサイバー攻撃へ

の防御力、攻撃に対する組織的

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○情報セキュリティ

対策は整備されて

いるか 

・適切な情報セキュリ

ティ対策が推進さ

れたか。 

 

【適正な体制の確保

制定された「国立研究開発法人防災科学技術研究所セキュリティ

ポリシー」に基づき、継続して対策に取り組んでいる。 

重要なセキュリティ情報は、イントラネットを通じ、全職員に周

知徹底するとともに、継続的なセキュリティ意識の向上策として、

e-ラーニングによるセキュリティ教育と、標的型攻撃メールの模擬

訓練を実施している。また、ネットワークフィルター装置を平成 29

年度に追加設置し、サイバー攻撃への防御力を強化した。 

「防災科学技術研究所情報セキュリティ委員会」に関する規程を

制定し、理事を委員長とする、情報セキュリティを運用する委員会

を設置した。 

「国立研究開発法人防災科学技

術研究所セキュリティポリシー」を

策定し、取組を進めている。 

 継続した教育により、セキュリテ

ィ意識の向上を図っている。 

 さらに、ネットワークフィルター

装置を追加設置し、サイバー攻撃へ

の防御力を強化したことは評価で

きる。 
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対応能力の強化に取り組む。ま

た、対策の実施状況を毎年度把

握し、PDCA サイクルにより情

報セキュリティ対策の改善を

図るほか、e-ラーニング等を活

用した情報セキュリティ対策

に関する職員の意識向上を図

るための取組を継続的に行う。 

 

の観点】 

○情報セキュリティ

に対応するための

規定や組織として

の責任体制の整備

及び運用が適切に

なされているか 

（３）安全衛生及び職場環境へ

の配慮 

業務の遂行に伴う事故及び

災害等の発生を未然に防止す

るとともに、業務を安全かつ円

滑に遂行できるよう労働安全

衛生管理を徹底する。 

実験施設を利用した業務に

おいては、その都度、安全管理

計画書等を作成するなど、安全

管理の徹底、事故等の発生防止

に一層努める。また、職員の健

康管理においては、ストレスチ

ェックや健康相談等のメンタ

ルヘルス対策を推進し、職員が

安心して職務に専念できる職

場環境づくりを進める。 

 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○安全衛生及び職場

環境への配慮が十

分に図られている

か 

安全衛生委員会を毎月１回開催し、職員の危険又は健康障害を防

止するための基本となる対策について、調査審議した。 

職場内での事故や災害の発生を未然に防止するとともに衛生管理を

徹底させるため、産業医や衛生管理者等による各居室の安全衛生巡

視を定期的に実施した。 

大型実験施設を利用した実験研究においては、その都度、安全管

理計画書を作成、また、所内一般公開においては、KYK（危険予知訓

練）を実施し、安全管理の徹底、事故等の発生防止に努めた。 

職員への安全衛生に関する教育としては、 新たに採用された職員を

中心に、AED（AutomatedExternal Defibrillator）の取扱方法を含

めた救急法講習会を実施した。 

職員の健康管理においては、定期健康診断、個人のストレスチェ

ックのみならず集団分析を実施し組織毎の改善指導に役立つデータ

を作成、健康相談を実施するとともに、特にメンタル面でのフォロ

ーアップを図るため、産業医による長時間労働の面接指導を実施し

た。 

また、外部委託により、24 時間健康相談サービスを取り入れ、職

員等の健康管理、メンタルヘルス等に関するサポートの充実化を図

った。 

 

 

 

 

労働安全衛生及び職場環境の向

上を目的として、新規採用職員への

ガイダンスを始め、各種の研修や講

習会が適切に実施されたことは評

価できる。また、産業医や衛生管理

者等による安全衛生巡視、大型実験

施設での安全管理計画書の作成、定

期健康診断、健康相談、ストレスチ

ェックなどが計画的かつ適切に実

行されており、外部委託により、メ

ンタルヘルス等に関するサポート

の充実化を図ったことも評価でき

る。 

 

２．人事に関する事項 ＜評価の視点＞ （１） 人員に係る指標 中長期計画に定める人件費の範
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研究開発成果の 大化と効

率的な業務遂行を図るため、若

手職員の自立、女性職員の活躍

等ができる職場環境の整備、充

実した職員研修、適切な人事評

価等を実施する。また、防災科

学技術の中核的機関として、研

究者の流動性向上を目指し、外

国人研究者の受入れを含め優

秀かつ多様な人材を確保する

ため、採用及び人材育成の方針

等を盛り込んだ人事に関する

計画を策定し、戦略的に取り組

む。 

研究者の流動性向上、総合防

災研究機関として、これまで以

上に多様なバックグラウン

ド・専門性を有した研究者の確

保に努める。 

【人事に関する計画】

・人事に関する計画は

有るか。有る場合

は、当該計画の進捗

は順調か。 

・人事管理は適切に行

われているか。 

 

中長期計画に定める人件費の範囲内で、事務部門及び研究部門の

計画的な人員の配置を行った。 

 

（２） 職員研修制度の充実 

平成 29 年度は、防災科研が主催する防災科研ガイダンス、公的研

究費の適正な執行に向けての説明会、公文書管理法説明会、文書管

理担当者実務研修、広報研修、科研費獲得に向けた所内説明、安全

保障輸出管理セミナー、知的財産ポリシー説明会、管理者向けメン

タルヘルス・ハラスメントに関する研修会、ウェブアクセシビリテ

ィ講習会、英語研修を実施した。特にメンタルヘルス・ハラスメン

トにおいては、一般職員向けにも研修を実施しメンタルヘルス・ハ

ラスメント教育の拡充を図った。また他機関が主催する英語研修、

給与実務研究会等を実施した。そのほか、集合型研修だけではなく、

e-ラーニングによる研修を実施したことにより、個人情報保護のた

めの研修や、情報セキュリティ研修、研究活動の不正防止関する研

修等に役職員が積極的に参加した。 

 

（３） 職員評価結果の反映 

職員の業務に対するモチベーションの向上を図るため、職員評価

の結果を昇給、昇格、賞与等に反映させるとともに、研究職員の評

価結果については、結果のフィードバックを行った。 

また、昨年度に今まで評価され難かった所内活動について評価方

法の見直しを行い、観測施設、共用施設の維持管理や広報活動、所

内委員等について、評価する制度とした。新たな評価制度に基づい

て評価を実施した。 

 

（４） 職場環境の整備 

育児に関する実態調査及び育児支援制度に関する希望についての

職員アンケート調査結果をもとに、子育て中においても働きやすい

職場環境作りや支援制度の導入の一環として、希望の多かった一時

預かり保育や病児保育の支援体制の整備（平成 24 年５月）を図り、

利用の促進を行っている。 

また、所内のイントラネットへ育児・介護に関する制度をわかり

囲内で人員の計画的な配置が進め

られたことは評価できる。 

また、資質の向上を目指して研究

所の内外で実施された様々な研修

や説明会等に、役職員が積極的に参

加し、広報研修や科研費獲得に向け

た所内説明会を行ったことは高く

評価できる。さらに、職員評価につ

いて、新たな評価制度に基づいて適

切に評価を実施し、評価の結果、研

究所への貢献に対する評価のウェ

イトが高まり、より適切な評価が実

施されたことは評価できる。 

女性や外国人にとっても働きや

すい職場環境を整備する一環とし

て、平成 24 年度に締結された「一

時預かり保育」や「病児保育」の契

約が有効に利用されていることは

評価できる。また、優秀な外国人研

究者など多様な人材を確保するた

めに、英文での公募や、外国人相談

窓口の設置などの努力が続けられ

ていることも評価できる。 
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やすくまとめたページを開設し、職員に対しての育児・介護制度の

理解及び促進を図った。 

外国人を含む優秀かつ多様な人材の確保のため、英文での公募を

実施し、就業規則等の主要な規程・契約書についてバイリンガル化

を行った。さらに、日本における生活支援等のため、外国人相談窓

口を設けて様々な相談への対応を行うとともに、外国人向けパンフ

レットを配布している。 

 

３．施設・設備に関する事項 

中長期目標を達成するため

に業務に必要な施設や設備等

については、老朽化対策を含め

必要に応じて重点的かつ効率

的に更新及び整備する。 

＜評価の視点＞ 

【施設・設備に関す 

る事項】 

・施設及び設備に関す

る計画は有るか。有

る場合は、当該計画

の進捗は順調か。 

 

消防法、建築基準法、電気事業法、水道法、水質汚濁防止法、フ

ロン排出抑制法、省エネ法、労働安全衛生法（クレ－ン等安全規則）

等に基づく法令点検、その他機能維持を保つための定期的な点検を

行い、施設や設備等の維持管理に努めた。 

さらに、本所（茨城県つくば市）の施設・設備の老朽化対策を含

め必要に応じて重点的かつ効率的に更新及び整備する観点から、調

査及び精査を行い、①建物の外壁亀裂（クラック）、屋上防水シート

の破損、②特高変電所の電力量計の故障、変圧器の保護スイッチの

劣化、GIS 保護用部品（漏電・短絡防止用）の劣化、大型降雨実験施

設高圧変電所の経年劣化による雨水侵入・発錆、③外灯の発錆と腐

食穴、④第２地震調査研究棟の個別空調機の経年劣化、⑤大型耐震

実験施設サ－ボ制御盤設備の経年劣化、⑥大型降雨実験施設の大扉

開閉装置ワイヤーロープ、センサー部、走行装置センサー部等の劣

化を確認した。 

平成 29 年度は、この中で優先度の高い大型降雨実験施設高圧変電

所更新、第２地震調査研究棟の個別空調機更新等を行った。未実施

のものは優先度を踏まえて今後の更新計画を策定し、順次、更新等

を行うこととしていきたい。 

厳しい財政状況にもかかわらず、

老朽化が進んだ施設や設備等を適

切に維持管理できたことは目標を

達成していると認められ、評価でき

る。 

４．中長期目標期間を超える債

務負担 

中長期目標期間を超える債

務負担については、防災科学技

術等の研究開発に係る業務の

期間が中長期目標期間を超え

る場合で、当該債務負担行為の

＜評価の視点＞ 

【中長期目標期間を

超える債務負担】 

・中長期目標期間を超

える債務負担は有

るか。有る場合は、

その理由は適切か。

 

中長期目標を超える債務負担はなかった。 

 

該当無し。 
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必要性及び資金計画への影響

を勘案し、合理的と判断される

ものについて行う。 

 

５．積立金の使途 

前中長期目標期間の 終年

度における積立金残高のうち、

文部科学大臣の承認を受けた

金額については、国立研究開発

法人防災科学技術研究所法に

定める業務の財源に充てる。 

 

＜評価の視点＞ 

【積立金の使途】 

・積立金の支出は有る

か。有る場合は、そ

の使途は中長期計

画と整合している

か。 

 

積立金の支出はなかった。 

 

 

該当無し。 

 

 

 

 

 

以上より、中長期計画における所

期の目標を達成していると認めら

れる。 
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中長期目標期間（７年間）における数値目標の達成状況 

 

項  目 数値目標 
平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

年度 

平成 32 

年度 

平成 33 

年度 

平成 34 

年度 
達成状況 

○中核的機関としての産官学連携の推進          

➣共同研究件数 770 件以上 122 件 138 件 260 件 

➣受託研究件数 140 件以上 42 件 46 件 88 件 

➣クロスアポイントメント制度の適用者数  28 人以上 3 人 ５人 ８人 

➣客員研究員の受入等の件数 420 件以上 85 件 101 件 186 件 

○基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進  

➣観測網の稼働率 95％以上 99.5% 99.３％ 99.４% 

○研究開発成果の普及・知的財産の活用促進  

➣知的財産の出願件数 28 件以上 5 件 9 件 １４件 

➣論文数：防災科学技術に関連する査読のある専門誌 7 編/人以上 1.2 編/人 1.3 編/人 ２.5 編/人 

➣学会等での発表 42 件/人以上
6.7 件/人 6.２件/人 １２.９ 

件/人 

➣シンポジウム・ワークショップ等の開催 140 回以上 75 回 71 回 １４６回 

➣プレスリリース等の件数 175 件以上 33 件 36 件 ６９件 

○研究開発の国際的な展開  

➣海外の研究機関・国際機関等との共同研究 56 件以上 13 件 1４件 ２７件 

➣海外からの研修生等の受入数 280 人以上 657 人 546 人 1，203 人 

➣論文数：ＳＣＩ 対象誌(注） 等 336 編以上 6３編 ６６編 １２９編 

➣国際学会等での発表 7 件/人以上 1.5 件/人 1.７件/人 ３.２件/人 

○人材育成  

➣研究員・研修生・インターシップ等の受入数 560 人以上 120 人 21９人 ３３９人 

○防災行政への貢献  

➣地方公共団体等の協定数 98 件以上 43 件 7４件 １１７件 

 

注）SCI (Science Citation Index) 対象誌：Thomson 社が行っている自然科学分野の論文に対する引用指標調査の対象となっている世界の主要な学術雑誌。 

 


